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○司会（事務局・わだ） 皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただ今より、「食品

安全に関する意見交換会」を開催いたします。本日、司会を担当いたします、私、事務局

のわだと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、会場の皆様におかれましては、本日の配布資料を御確認ください。議事次第に

本日の配布資料一覧を記載しております。御確認の上、資料の不足や乱丁に気付かれた方

はスタッフにお申し付けください。また、資料を追加で希望される方は、閉会後に受付ま

でお申し出ください。部数に限りはございますが、可能な限り追加でお渡しさせていただ

きます。 

本日の意見交換会は、国内に流通する食品の安全性を確保するために、各行政機関が連

携して取り組んでいること、また、その内容について理解を深めていただくことを目的と

して開催しております。 

初めに、消費者庁消費者安全課より、食品の安全性を確保する上で重要となる「リスク

評価」、「リスク管理」、「リスクコミュニケーション」について、それぞれの概要と、担当

する行政機関の役割について説明を行います。 

次に、内閣府食品安全委員会より「リスク評価」について、厚生労働省、農林水産省及

び消費者庁食品衛生基準審査課より「リスク管理」について、食品中の放射性物質、食品

添加物及び農薬を例に、それぞれから説明を行います。 

なお、食品中の放射性物質に関しては、2011年に発生した東日本大震災に伴う東京電力

福島第一原子力発電所の事故を受け、風評の払拭と正確な理解の促進を目的として、関係

府省庁が連携し、継続的にリスクコミュニケーションを実施しております。本講演も、そ

うした政府の取り組みの一環として実施するものです。 

参加申込の際に皆様から頂きました御質問については、講演の中で取り上げるか、もし

くはプログラム最後の質疑応答で取り上げる予定です。可能な限りお答えしてまいります

が、時間の都合等により、全ての質問にお答えできない場合がございます。あらかじめ御

了承ください。 

続いて、アンケートのお願いです。本日の意見交換会終了後に、今後の意見交換会を開

催する上での参考とするため、アンケートへの御協力をお願いいたします。会場参加の皆

様は、配布資料に同封の紙アンケートから、オンライン参加の皆様は、チャット欄にお送

りする URLから御回答ください。なお、意見交換会終了後の画面に QRコードを表示いたし

ますので、そちらからでも御回答いただけます。 

本日の意見交換会は 16時終了を予定しています。円滑な進行への御理解と御協力をお願

いいたします。 

それでは初めに、「日本の食品安全行政の仕組みについて」と題して、消費者庁消費者安

全課の秋山専門官から講演いたします。それでは秋山専門官、よろしくお願いいたします。 

 

◯秋山（消費者庁） ただ今紹介いただきました、消費者庁消費者安全課の秋山と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

先ほど司会の方も御説明いただきましたけども、意見交換会の目的ですね。食品の安全

性を確保するために関係省庁が行っている施策の説明をして、理解を深めていただくとい

うところが今回の目的になっております。ですので、そちら、各省庁からの説明の前に、

私の方から、「日本の食品安全行政の仕組みについて」ということで、大きな枠についての

御説明から入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〔資料①、スライド２〕 

まず、食品安全行政の要となる法律ですね。こちら、食品安全基本法というものがござ

います。こちらの方の説明と、その背景についての御説明から入りたいと思います。 

食品安全基本法の制定の背景としましては、１つは食生活を取り巻く状況の変化という
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ところがございました。食品流通の広域化・国際化の進展。いろんなところから、いろん

な食品が入ってくるようになった。そして、新たな危害要因の出現、新たな技術の開発な

どというところで、改めて食品安全のあり方について整理する必要があったというところ

が、まず１つ目になります。 

２つ目が、2000年代に食の安全を脅かすことが頻発、ということを書かせていただきま

した。BSEの発生ですとか、残留農薬問題などがございました。こちらに対応するためにと

いうこともございます。 

３つ目が、食の安全に関する国際的な動向の変化ということで、生産から消費に至る各

段階の安全性の確保。こちら、フードチェーン・アプローチという言い方をさせていただ

いております。科学的知見に基づいて、必要な措置を講じ、国民への悪影響を未然に防止

するというところが、１つ大きな目標になっておりまして、この３つの考え方をもとに、

2003年、平成 15年ですけれども、食品安全基本法が施行、リスクアナリシスの導入という

ところに至っております。 

〔資料①、スライド３〕 

そのポイントなんですけども、先ほどの背景につながるものが、この３つになります。

一番大切なのが、最初に書かせていただきました、「食品の安全性の確保は、このために必

要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられること」、

これが一番重要な要素になります。四条には、「食品供給行程の各段階において適切に講じ

られること」、こちらはフードチェーンの話ですね。３つ目が、「科学的知見に基づいて講

じられること」ということで、科学的知見に基づいて講じられて、「国民健康への悪影響が

未然に防止される」こと、未然に防止することというところが、大きな思いになっており

ます。 

〔資料①、スライド４〕 

国民の健康の保護が最も重要というところは、先ほど申し上げたとおりです。農場から

食卓までのフードチェーンをカバー、というところも書かせていただきました。こちらに

ついては結構重要なところでして、いろんな健康に対して影響を及ぼすようなインシデン

トというところが、どの行程でも起こり得るというところで、各行程で管理というところ

をしていこうと。その全てが、科学データに基づいて、未然に防ぐというところが思いに

なっております。 

〔資料①、スライド５〕 

こちらの方が、それらを出すための枠組みとして、現在運用しているところの枠組みに

なります。こちらは、この後も何回か出てくるかと思います。リスクアナリシスという考

え方に基づいて、問題発生を未然に防止したり、悪影響の起きる可能性、リスクを低減す

るための枠組みとして、まずリスク評価ですね、こちらを内閣府食品安全委員会の方でし

ていただいております。どれくらいまでなら食べても安全か、科学的知見に基づいて評価

をするということ。そして、リスク管理。これは各プロセス、各行程で管理するというこ

とで、食べても安全なようにルールを決めて、各行程で監視するということ。それらをリ

スクコミュニケーションという形で、今回もその一環になるんですけれども、このような

考え方でリスク評価、管理しているということを、皆様に御理解をいただくというところ

の場を設けて、相互に情報の共有や意見交換を行うというところが、リスクコミュニケー

ションになっております。この３つの役割をもって、国民への健康被害を未然に防ぐとい

うところの仕組みということになります。 

〔資料①、スライド６〕 

それぞれの役割について、簡単に御説明させていただきます。 

まず消費者庁ですけれども、 「基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係

者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整」ということで書かせ
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ていただきました。こちらは、技術的なところは、この後で説明しますリスク評価、リス

ク管理の部分ではあるんですけれども、それらをもとに調整するというところが我々の役

回りになります。 

この後、各省庁から御説明いただきます、まずリスク評価の部分で、内閣府食品安全委

員会。こちらが食品健康影響評価を担っていただいております。管理部門としては、各工

程、各品目ごとに、消費者庁、厚生労働省、農林水産省がそれぞれですけれども、製造か

ら流通まで含めて、基準を設けて管理をしていっているということになります。 

非常に簡単ではございますけど、まずは私の方から大枠の説明をさせていただきました。

これから順に、いろんな行程の、いろんな考え方に基づいたお話を、こちらの方からさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。以上になります。 

 

○司会（事務局・わだ） 秋山専門官、ありがとうございました。続きまして、「食品健康

影響評価について」と題しまして、内閣府食品安全委員会の中村課長補佐から講演いたし

ます。それでは中村課長補佐、よろしくお願いいたします。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） ただ今御紹介にあずかりました、内閣府食品安

全委員会事務局の中村と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の方からは、食

品健康影響評価というようなところについて、主に農薬とか添加物、それから汚染物質と

か放射性物質といったものを例に御説明をしたいと思います。 

〔資料②、スライド２〕 

食品安全委員会が担当しておりますリスク評価、食品健康影響評価について説明をいた

します。リスク評価というのは、食品中に含まれる有害物質などを摂取することによりま

して、どれぐらいの確率で、どの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価する、

そういったプロセスになっています。 

このプロセスには大きく４つございまして、まず最初に「ハザードの特定」というとこ

ろをいたします。既に判明しております科学的な情報ですとか、これまでに得られている

データを収集・整理して検討をします。 

次ですね。「ハザードの特性評価」というところになります。これは、特定されたハザー

ドがどのような健康影響を引き起こすのかについてということです。どのような害がある

のかという性質ですとか、どれぐらいの量で害が出るか、こういったことを評価します。

可能な場合には、摂取しても影響が出ないような量、こういったものを指標値として決定

する。こういったことをしております。 

続いて、「ばく露評価」というところになります。これは、実際に人がどれぐらいの量の

ハザードを食品から摂取しているか、摂取する可能性があるか、こういったことを評価い

たします。 

最後に「リスクの判定」に移ります。このステップでは、先ほどの「ハザードの特性評

価」の結果ですとか「ばく露評価」の結果、こういったところを踏まえまして、指標値と

摂取量を比較して、健康被害が起きる可能性とか、その影響の程度について、付随する不

確実性というものも含めまして、判定するというような形になっています。食品摂取等の

状況は、国によっていろいろ異なってきます。ですので、自国の現状というのを考慮して、

現実的なばく露状況に基づいて評価を行うということとされております。 

〔資料②、スライド３〕 

すみません。先ほど、「ハザード」とか「リスク」という言葉をちょっと使ってしまった

んですけれども、これらの用語について説明をさせていただきたいと思います。 

まずハザードというのは、危害要因というふうな形で訳されるものなんですけれども、

食品中に含まれていて、人の健康に害を与えるようなおそれがある、こういったような物
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質ですとか、状態というようなことを言います。私たちが普段食べている食品にも、そう

いったものが含まれている可能性がございます。 

続いてリスクでございますけれども、その食品中にハザードというものが存在すること

によって、それを食べたときの、健康に悪い影響が出る可能性とその程度いうことを指し

ます。つまり、リスクというのは、ハザードの毒性というものと、どれぐらい食べるかと

いう摂取量、こういった２つによって、リスクというものが変わってきます。健康への影

響というのを考えるときは、このリスクというもので考えます。 

〔資料②、スライド４、５〕 

つまり、ハザードの毒性が小さかったとしても、摂取量、こういったものがある程度大

きければ、リスクもそれなりに大きくなってくるということもございますし、逆に、ハザ

ードの毒性が非常に強かったとしても、その摂取量が低ければ、リスクもそれなりに低く

なるというような考え方になります。 

〔資料②、スライド６〕 

ここからは、食品安全委員会で何について食品健康影響評価をしているか、こちらにつ

いて説明をしたいと思います。 

食品安全委員会では、ここの四角で囲っている添加物ですとか、農薬、汚染物質、プリ

オンとか、あとは食中毒の原因となる微生物、薬剤耐性菌、遺伝子組換え食品とか新開発

食品、いろいろそういったようなものを評価しております。 

〔資料②、スライド７〕 

ここからは、農薬などを例に、評価の考え方を御説明したいと思います。まずは、農薬

や添加物についてです。 

〔資料②、スライド８〕 

こちらは、食品安全委員会でリスク評価をするに当たって、動物試験などの結果に基づ

いて行っています。こちら、農薬ですとか食品添加物に必要な毒性試験の例というものを

示しています。例えば、１回の投与でどういう影響が出るかみたいな試験だけではなくて、

この辺は長期的なんですけれども、長期的な影響を調べるような試験ですとか、あと、次

の世代への影響という観点で、繁殖毒性とか発生毒性試験、こういうものをやっていたり、

また、発がん性試験とか、そういった数多くの試験を行っております。試験の際には、複

数の用量を動物に投与することで、その影響があるかというのを調べております。 

〔資料②、スライド９〕 

それぞれの試験をするんですけれども、横軸に投与した量、縦軸に出てくる影響という

ような曲線。これ、用量-反応曲線と言っているんですけれども、こういったものを各試験

で確認をします。 

こう見ていただくと、量が多くなればなるほど、影響が出てくるというような関係性が

よく見られるんですけれども、この中で、途中までの量でも影響が出ないというところが

ございます。こういった、何ら影響が認められない最大の量というのを、無毒性量という

ような表現をしています。これを試験ごとに調べていくんですけれども、例えば試験Ａ、

この緑色ですと、無毒性の量がここでしたと。で、水色の試験であると、同じようにこち

らになりました。赤い試験Ｃの場合はこちらでしたというような、それぞれの結果が出た

中で、一番低い無毒性量、こういったものを、動物試験全体で何ら毒性が認められない量

というふうな形で整理をします。ここの無毒性量が守られていれば、当然、水色の試験の

結果でも影響は出ない量ですし、試験Ｃ、赤いやつに関しても同様のことが言えるという

ことになります。 

〔資料②、スライド 10〕 

そして、先ほど求めた、動物試験で何ら毒性が認められなかった量というものを、動物

のデータから、ヒトへの安全性ということで、安全係数というもので割ります。これをす
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ることによりまして、ヒトが一生涯、毎日摂取しても有害影響を示さない量ということで、

許容一日摂取量、ADIというようなものを設定するというところです。 

この ADI というのは、動物との影響の差も考慮しますし、同じヒトの中でも個体差とい

うのもございます。こういったところも考慮したものとして設定するということになって

おります。 

〔資料②、スライド 11〕 

また、農薬につきましては、急性への観点ということで、急性参照用量というものも設

定する場合がございます。こちらの考え方は、先ほどの ADI と同じなんですけれども、そ

の無毒性量に使う試験としては、急性の有害作用が認められない観点での無毒性量という

ものも調べて、それを安全係数で割って、急性参照用量というものを出す。これが、ヒト

が 24時間、またはそれよりも短時間に摂取しても有害作用を示さない量という形で整理を

しております。 

〔資料②、スライド 13〕 

ここまでが、農薬とか食品添加物の話でございましたけども、ここからは汚染物質の話、

カドミウムといったようなものを御説明したいと思います。 

汚染物質というのは、先ほど説明した農薬ですとか、食品添加物とは異なる特徴がある

ということになります。これは、農薬の場合ですと意図的に使用して、というようなこと

がありますけれども、汚染物質というのは、既に環境中に存在してしまっているようなも

のが食品中に入ってしまうというような特徴。こういった特徴がございますので、汚染物

質の特徴を、農薬等と対比しながら説明したいと思いますが、農薬とか食品添加物は、先

ほど説明させていただいた内容も含まれますので、右側の汚染物質を中心に御説明したい

と思います。 

先ほど、汚染物質に関しては、環境中から含まれてしまうというようなことがあります

ということを御説明しました。そういったことがあるために、生産方法とかを変えない限

り、自然には減らないと、なかなか完全に取り除くというのは難しいというような特徴が

ございます。また、データの取得主体というところなんですけど、汚染物質の場合は、申

請者みたいな人がいないので、国とか行政機関とか研究機関自ら情報を収集しないといけ

ないというような特徴がございます。農薬等は試験に関するルールとかがあるんですけど、

そういったものも明確にはありませんよというようなところです。こういった特徴がある

中で、先ほどの ADIと似たような、耐容一日摂取量、TDIというものを求めるということに

なってございます。 

〔資料②、スライド 14〕 

基本的な TDIの出し方というのは、先ほど説明した ADIと同じ流れになってございます。

動物試験から設定する場合は、無毒性量から、ここは不確実係数というものになりますけ

れども、そういったもので割って、ヒトとか動物の影響を考慮した値として、最終的に TDI

というものを作りますというところです。 

あとは、TDI の場合ですと、疫学研究というものから求められるというケースもござい

ます。疫学研究の説明は右下に書いてございますので、お時間あるときに御覧いただけれ

ばと思います。 

〔資料②、スライド 15〕 

最後に、放射性物質の場合について御説明をしたいと思います。 

〔資料②、スライド 16〕 

まず、放射線とは何かということについてでございますけれども、放射線は物質を通過

する高速な粒子、高いエネルギー源の電磁波というようなことを言います。よく皆さん、

ガンマ線とかベータ線、アルファ線というようなことをお聞きになったことがあるかなと

思いますけれども、こういったものがございます。これはそれぞれ、物質の透過力という
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ものが異なっているという状況になっています。 

〔資料②、スライド 17〕 

続いて、似たような言葉がよく出てくるのでということで、この１枚を入れさせていた

だきました。放射線、放射能、放射性物質の違いというようなところでございます。 

放射線は、先ほど説明したとおりなんですけれども、放射線を出す能力を放射能という

ような言い方をします。この放射能という能力を持った物質を、放射性物質というような

形で言います。なので、懐中電灯で例えると、みたいなことで下に書いてございますけれ

ども、光が放射線で、懐中電灯が放射性物質ですというような、そんなイメージで書いて

おります。ちなみにですけれども、放射線を浴びても、体が放射能を持つというようなこ

とにはなりません。また、放射線が人から人にうつるというようなこともありません。 

〔資料②、スライド 18〕 

続いて、放射線の単位について説明をしたいと思います。ここに大きく２つ、放射能の

強さというので、Bq（ベクレル）という単位というものと、それから、人への健康への影

響という観点でのレベルを表すものとして、Sv（シーベルト）というような単位がござい

ます。この Bq と Sv をつなぐ実効線量係数というものもあったりというような関係になっ

ております。 

〔資料②、スライド 19〕 

ここからは、平成 23年３月に発生した、東京電力の福島第一原子力発電所の事故を受け

まして、食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質に関するリスク評価を行

いましたので、こちらについて結果を説明したいと思います。 

リスク評価に当たりましては、国内外の放射線の健康影響に関する文献を、約 3300文献

集めまして、当時得られた科学的知見をもとに、食品からの追加的な被ばくの影響を検討

したということになります。 

〔資料②、スライド 20〕 

評価の概要でございますけれども、放射線による影響が見出される、これに関しては、

自然放射線ですとか医療ばく露などの、いわゆる一般生活で受ける放射線量を除く、生涯

における追加の累積線量が、およそ 100mSv （ミリシーベルト）以上だというようなものと

判断をしたというところでございます。この評価は、広島とか長崎の被爆者のデータが根

拠とされております。 

ちなみにですが、100mSv未満の健康影響、こちらにつきましては、放射線以外の影響と

明確に区別できない可能性があるというようなことがありまして、100mSv未満のことに関

しての言及はちょっと難しいということで、結論をつけております。 

〔資料②、スライド 21〕 

ここでちょっと注意していただきたいのが、およそ 100mSvという値を超えると健康影響

が出るという可能性が高まるということが、統計的に示されているという値であるという

ことでございます。なので、この値を超えると、健康影響が必ず出るというようなもので

はないということでございます。食品について、リスク管理機関が適切な管理を行うため

に、考慮すべき値として出しているというところでございます。 

〔資料②、スライド 23〕 

最後です。食品安全委員会ではホームページというものを出していまして、化学物質で

すとか微生物などに関する、食品安全に関する情報を収集しています。お時間あるときに、

こちらを見ていただけたらなと思います。 

〔資料②、スライド 24〕 

それから、情報発信ということで SNS等も出させていただいております。御興味あれば、

フォロー、チャンネル登録等をお願いできたらなというふうに思います。ちょっと駆け足

になりましたけれども、私からは発表を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとう
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ございました。 

 

○司会（事務局・わだ） 中村課長補佐、ありがとうございました。続きまして、「食品中

の放射性物質の規格基準について」と題しまして、消費者庁食品衛生基準審査課の荒川専

門官から講演いたします。それでは荒川専門官、よろしくお願いいたします。 

 

○荒川（消費者庁） よろしくお願いします。 「食品中の放射性物質の規格基準」というこ

とで、食品中に放射性物質がどのぐらい入っていいのかという基準を策定されています。

なので、その辺りの背景などについて御紹介させていただければと思います。 

〔資料③、スライド２〕 

まず、食品中の放射性物質への対応の流れということで、スライドを示していますが、

きっかけは、皆様御案内のとおりかもしれないですが、東日本大震災において原子力発電

所の事故があったことを受けて、当時、放射線関係のさまざまな検討がなされましたが、

食品についても基準というのが設定されました。平成 23年のことですね。23年から 24年

にかけての議論です。これを踏まえて、食品中の検査ですとか、それに基づく監視のよう

なことが行われてきたということです。 

〔資料③、スライド３〕 

規制の考え方です。どのような考え方で、この基準値を作ったのかですけれども、まず、

核種ですね。放射性物質と言っても、単一の物質ではないので、さまざまな放射性物質が

あります。原子の違い、原子核が違うので、核種という言い方をしたりするんですが、こ

のときは、福島の原子力発電所の事故により放出した放射線の核種、そのとき出てきたも

のというのがありますので、そのうち半減期１年以上。長く残ってしまうものについて、

それが当然問題になるわけですから、それは検討の対象にしています。なので、候補とし

ては、セシウム、ストロンチウム、プルトニウム、ルテニウムといったものがございまし

た。 

ただ、このうちストロンチウム、プルトニウム、ルテニウムについては、測定がなかな

か大変だと、時間がかかるということで、より測定がしやすいもの。なかなか、基準値を

作りますと、この基準値に従って、当然基準値を守っているかどうかを確認するために、

測定が必要になるんですけど、それが大変だということになると、やっぱり現実世界で検

査ができないということになってしまいますので、そういったことも考慮しながら、一般

的に基準というのは作っているんですが、そういうことを考慮して、このときは、まずセ

シウムの基準を設定しましょうということになりました。 

ただ、もちろんこれはセシウムだけ見ていればいいということではなくて、セシウムが

これだけあるということは、これらの核種全体からどのぐらいの放射線が出ているという

ことを想定していますので、結果として、セシウムを見ることで、全ての核種を考慮した

放射線量を測定できているということにはなっています。いずれにせよ、ここでセシウム

を選びました。だから、今の基準としてあるのはセシウムです。 

〔資料③、スライド４〕 

セシウムの基準を作るわけですが、基準として、一般食品。これは全ての食品ですね。

全ての食品について、放射性セシウムがどのぐらい入っていいかという基準が、今は設定

されています。 

一律同じ数字にしてあるんですが、他のもの、例えば飲料水、乳児用食品、牛乳といっ

たもの、こういったものは、それぞれ特殊な事情から、少し厳しめの値にしています。例

えば飲料水であれば、これは全ての人が摂取して、代替が利かない、摂取量が大きいとい

ったこと。あるいは、乳児用の食品とか牛乳、これは子どもの摂取量が多いですので、子

ども、小児の期間は放射線に対しての感受性が高いということで、影響を受けやすいので、
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子ども用はちょっと厳しめにしましょうということで、この辺り厳しくなっています。な

ので、そういったことを受けて、結果としては、まず今の基準値ですね。Bqで、一般食品

が 100Bq、飲料水が 10、牛乳、乳児用食品が 50と、こういった数字が設定されて、現在も

適用されています。 

〔資料③、スライド５〕 

この数字がどこから出てきたのかが、上の赤字で書いていますが、年間１mSv までにし

ましょうと。年間１mSv までにしましょうということが、国際的に示されました。これ、コ

ーデックス委員会という、国際的な食品の規格を策定している委員会があるんですけど、

どこが作っているかと言うと、この FAO （ファオ）と WHOというところ。WHOとかはよくニ

ュースとかでも皆さん聞かれるかもしれないですが、国連の機関ですね。FAOは、まあ国際

機関ですね。で、合同委員会ということでできている、コーデックス委員会というのがあ

って、そこで年間１mSv までにしましょうと。Sv というのは、人が受けるときの、先ほど

もお話ありましたが、人が受けるときの放射線の基準ですね。どのぐらい受けましたか。

１mSvという数字を受けました。そのときに使うのが Svです。 

一方、Bqというのは、先ほどもありましたが、ものが発している量ですね。あるじゃが

いもがあります。このじゃがいもは何 Bqの放射線を発していますと、そういう使われ方を

します。だから、じゃがいもが何 Bq発していようと、その辺に転がっているだけであれば、

人は影響受けるかどうか分からないので、どこにあるかによっても、人がどのぐらい受け

るか分からないので。だから、Bqと Svというのは、そういう関係の違いがありますね。な

ので、例えばじゃがいもであれば、じゃがいもって人はどのぐらい食べるんだろうか、人

間が摂取する量から考えて、じゃあ何 Bqぐらい、その食品だったら許容できますねと、そ

ういった考え方で換算していくんですけど、その換算した結果が 100だということです。 

〔資料③、スライド６〕 

もうちょっと詳細が次に出ていますが、その前に、１mSv許容されるんですけど、このう

ち 10 分の１ぐらいが水ですと。90%が食品ですというふうに分けています。これ、よくこ

ういう分け方をするんですけど。なので、それぞれ、水からは 0.1mSvだけ受けるようにし

ましょう。食品からは 0.9mSv。で、合計１mSv にしましょうと、そういうことで計算をし

ています。 

〔資料③、スライド７〕 

食品から 0.9 受けられるわけですが、それを割り当てたときに、各年齢ごとに、どのぐ

らい受けられるのかというのを、どのぐらいの年齢の方が、どのぐらいの食品を摂取して

いるのかということから計算していくんですが、その中で一番厳しい数字ですね。各年齢

ごとによって、食べる量も違ったり、感受性も違ったりして、値が出てくるんですが、こ

のときは、この 13 歳から 18 歳の男性の 120 という数字が一番小さかったので、一番小さ

い 120 よりも厳しめというところで、100 という数字を採用したというのが、当時の経緯

です。だから、比較的保守的な考え方で作っています。何にせよ、この 100 という数字を

作って、他の牛乳とか乳児用の食品とかは、より厳しい数字にしてという形で、基準を作

って、これまで管理をしてきた。これが、放射性物質の基準の考え方であります。 

〔資料③、スライド８〕 

こういう基準を作って、これまでやってきているんですけども、実際どうなのか、どの

ぐらいの放射線を食品から受けてるんでしょうかと。実際どうなのということなんですが、

調査をしています。マーケットバスケット調査ということで、スーパーマーケットに行っ

て、実際に食品を買ってくるわけです。買ってくる食品としては、国民健康・栄養調査で

調査をして、これは別の調査なんですけど、日本人は１年に、どういう食べ物をどのぐら

い食べるんでしょうかという調査をやっているんですけどね、この調査に基づいて、だい

たい平均的にこのぐらいのものを食べるでしょうという、野菜とか穀類とか肉とか、そう
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いう平均的な物を買ってきて、実際に調理をして混ぜて、そこから受ける放射線の量とい

うものを調査しています。 

これは地域ごとにやってまして、北は北海道から、福島の辺りは少し重点的にやりつつ、

南は長崎まで各地域で行っているんですが、結果として、これ、グラフの一番上を 0.1 に

しているからなんですけど、ほぼ見えないぐらい。数字で言うと、0.0005 から 0.0009mSv

ということで、ほぼないという状況であります。だから、これは平均的な数字ですね。平

均的な食事を食べている分には、ほとんど食品からの放射線というのを受けていないです

ねというのが、こういった調査から分かっている。 

これ、毎年やっているんですけど、毎年ほぼ変わらない結果になっています。なので、

基準が１mSvですからね。国際機関が１mSvですよと言っていた中で、実際の値はこのぐら

いだということなので、このぐらいなんだなというふうに、よかったら覚えて帰っていた

だいたらありがたいかなと思っています。もちろんこれは平均的な数字ですから、全ての

食品がこのぐらいですよというわけではなくて、もちろん中には、地域とかによっては、

たまたまこの食品はちょっと高いとか、あったりする場合もありますけど、あくまで平均

的にはこのぐらいだということで覚えていただければと思います。 

〔資料③、スライド９〕 

これは参考的な話ですが、そもそも自然界から我々は放射線を受けています。常に受け

ています。１年当たりの年間線量は約 2.1mSvと書いてますけど、今もこの辺を放射線とい

うのは飛んでいるわけですね。 

皆さん、もしよかったら、大きな科学館に行くと、霧箱という装置があって、空気中に

飛んでいる放射線を目に見える形にしてくれる装置があるんですね。私、昔、科学館で働

いていたことがあって、霧箱とかも設置してあったんですけど、大阪だと、さっき調べた

んですけど、大阪市立科学館に霧箱、もしかしたら置いてあるかもと ChatGPT が言ってい

たんですけど。あと、東京に行っていただくと、東京は日本科学未来館とか、国立科学博

物館というところに常設してあって、いつでも見ていただけるんです。箱があって、そこ

にアルコールの蒸気が満たされていて、放射線が通ると、シュッと白い線が通るんです。

結構な頻度。常に見えています。常にシュシュシュッと見えています。あれ、大変面白い

ので、よかったら見ていただいたらというふうに思います。そのぐらい、常に空気中に放

射線というのは飛んでいますので、そこから受けている放射線が 2.1mSvということですの

で、それと比べて食品、0.0005mSvかという、そういう量的な感覚を、もしよかったら覚え

ていっていただいたらと思います。とはいえ、野放しにしてはいけなくて、食品の基準も

作って管理していますよというお話でありました。 

〔資料③、スライド 10〕 

この辺のお話、消費者庁のウェブサイトにもございますので、もしよかったら御参考に、

御覧いただければと思います。 

今回、事前に御質問を頂いていて、もしよろしければこの場で御回答差し上げたいと思

っているんですが、国が食品の放射性物質の基準値を定めているにもかかわらず、それよ

りも厳しい自主基準値を定めている事業者がいますが、これによって生産者が苦しんでい

るかもしれませんと。その自主基準値について国はどう考えているのかといった御質問を

頂いています。 

これは難しくて、今申し上げてきましたとおり、基準値というのは、国として定めてい

るものがあります。これに違反した場合は、適宜、行政としては回収などの措置を講じる

ように指導したりすることをしています。ただ、その上で、それよりも厳しい自主的な基

準値を、自業者の皆様が設定したり、それによって各管理したりということは、なかなか

法に基づくものでもないので、行政的に何か言える立場にないと言いますか、けしからん

みたいなことは言えないわけです。これは、国民の皆様の自由な活動としてやられている
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ことに対して、なかなか国としてどうかということは言えないので、そこはコメントなか

なか難しいというのは申し上げさせていただければと思います。おそらく事情としては、

例えば、一般論としては、より厳しい基準値を設定して管理するというのは、例えば検査

結果のばらつきが出たりしますと、ものによって、このロットはちょっと高めに出るとか

低めに出るとか、そういうことはありますので、そういうことに対応するために、少し厳

しめに自主的に管理するとか、そういったケースもあるんじゃないかなとは思いますけれ

ども、それぞれの事情があってやられていることだと思いますので、なかなか国からのコ

メントというのは難しいかなと思っています。 

それから、御質問をもう１つ。日本の基準値は大変厳しいと。国民の放射線のリスクに

ついて、今後、見直しについて検討いただきたいという御意見ですかね、頂いています。

ありがとうございます。 

日本の基準値、御指摘のとおり、国際的に見ても厳しい水準だと言われています。大変

厳しく管理しているので、それによって、例えば食品の輸出品とかが、国際的な信頼を得

ているとか、そういうことにもつながっているのかなというふうに思ったりもしています。

ですから、もちろん不必要に厳しい基準にする必要はないわけですが、適切な値、基準と

いうのは考えていくというのは非常に大事なことだと思っています。いろんな意見がある

かと思いますので、頂いた御意見を含めて、リスク管理のあり方というのは継続的に検討

していきたいというふうに思っています。 

以上でございます。ありがとうございました。 

 

○司会（事務局・わだ） 荒川専門官、ありがとうございました。続きまして、「食品中の

放射性物質の対策と現状について」と題しまして、厚生労働省の太田係長、農林水産省の

山本専門官より、順に講演いたします。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

○太田（厚生労働省） 厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課の太田と申します。

これから、食品中の放射性物質の対策と現状について、厚生労働省と農林水産省の取り組

みについて、順にお話させていただきます。 

〔資料④、スライド１〕 

まず、私からは、厚生労働省の取り組みとして、農林水産物の放射性物質対策のうち、

国内での検査体制について御説明させていただきます。 

〔資料④、スライド２〕 

こちらは、食品中の放射性物質の対応の流れについて、これまでの沿革を示したスライ

ドです。まず、平成 23 年３月 11 日に発生しました福島第一原発の事故を受けて、当時の

厚生労働省では３月 17日に緊急的な措置として、原子力安全委員会が示した指標値を、暫

定的な規制値として示しました。その後、厚生労働省や食品安全委員会、それから放射線

審議会などの各機関で審議を重ね、翌年の平成 24年４月に現行の基準値を設定しておりま

す。この基準値をもとに、全国で食品中の放射性物質に関する検査が、現在も継続的に行

われております。 

検査の結果、基準値を超過するということが分かった食品については、食品衛生法に基

づいて、回収ですとか廃棄といった適切な措置が取られます。それから、基準値を超えた

食品が、それ１つだけではなくて、環境中の土壌などから由来するものであることが多い

ので、地域的な広がりが認められるという場合には、それに加えて食品の出荷制限という

指示が出される、そういった措置が取られます。また、除染が進んだりですとか、そうい

った地域的に高い傾向があるよということがなくなった場合には、検査結果を踏まえて、

解除の手続きを取ることができます。 

〔資料④、スライド３〕 
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こちらは、放射性物質対策のための関係機関、各省庁の連携を示した図です。放射性物

質、放射性のセシウム以外にも、食品中の環境汚染物質などの基準値がいろいろ定められ

ていますけれども、そういったものについても、おおよそこれらの機関が連携して対応し

ている、似たようなスキームでやることが多いんですけれども、こと放射性物質に関して

は、右下にありますような原子力規制委員会ですとか、それから、先ほど申し上げたよう

な出荷制限の措置を行う関係で、内閣府の原子力災害対策本部などが関わってくるという

ところが、１つ特徴かなと思います。 

〔資料④、スライド４、５〕 

こちらのスライドと、次のスライドが、基準値設定の際の説明ですので、消費者庁の説

明と重複するので省略させていただきます。 

〔資料④、スライド６〕 

続きまして、ここからは、先ほどの放射性セシウムの基準値を指標として、今も継続的

に行われている検査についてお話したいと思います。この検査なんですけれども、通常、

モニタリング検査と言われまして、地方自治体において、基準値を超過する食品が流通す

ることがないように、抽出して、監視する目的で検査を行うものなんですけれども、その

モニタリング検査を自治体が行う上では、あらかじめ検査計画を立てて実施するんですけ

れども、その検査計画を立てる上での考え方を示したものが、こちらのガイドライン、検

査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方という、原子力災害対策本部が示

しているガイドラインがございます。こちらに沿って、自治体で検査が行われております。 

それから、厚生労働省におきましては、このガイドラインを受けて、自治体において検

査計画を立て、検査を実施していただくことをお願いするよう、改めて厚労省からも通知

しており、また、自治体で実施された検査については、その結果を全て厚生労働省に報告

してもらうようにお願いしておりまして、届いた検査結果のデータを全て取りまとめて、

厚生労働省のホームページで公表しております。 

〔資料④、スライド７〜10〕 

こちらのスライドからは、ガイドラインの内容になるんですけれども、細かくなってし

まうので、こちらのスライド７番から 10番まで、説明は省略させていただきます。気にな

る方は、厚生労働省のホームページにも掲載しておりますので、後ほど御覧いただければ

と思います。 

〔資料④、スライド 11〕 

続きまして 11ページですけれども、こちらでは出荷制限と摂取制限についてお話させて

いただきます。こちらについては、先ほどまでの食品衛生法に基づく措置とは別でして、

原子力災害対策特別措置法という別の法律が根拠になります。こちらは基準値超過につい

て、地域的な広がりが認められると分かった場合に、出荷制限が指示されます。また、さ

らに、その検出された値というのが著しく高濃度な場合には、それに加えて摂取制限とい

うものがなされます。 

具体的に、じゃあどうなるのかと言いますと、出荷制限が指示されている場合には、そ

の地域で生産されたその品目、農産物などが出荷・販売することができなくなります。さ

らに、摂取制限が設定された場合には、販売とか出荷を目的としたものに限らず、例えば、

自分の庭で育てた野菜とか、そういう自家消費を目的とするものも含めて、一律に摂取を

差し控えるようにお願いするといった内容になっています。 

このような措置を講じることで、基準値を超えた食品が流通しないように、厚生労働省、

農林水産省、それから地方自治体などが連携して対応しています。 

〔資料④、スライド 12〕 

こちらのスライドは、出荷制限の現在対象になっているものをまとめたスライドになり

ます。福島県を含め、現在も 14県で出荷制限の指示が残っているんですけれども、ちょっ
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と字が小さいんですけれども、よく見ていただくと、この対象品目というのが、野生のも

の。きのこ、山菜ですとか、野生鳥獣肉などといったものが多いことが分かるかと思いま

す。栽培される農産物ですとか、飼養管理のできる畜産物ですとかは、きちんと管理がで

きるものなので、生産者ですとか自治体の取り組みなどによって除染が進んで、現在は基

準値を超えるものはほとんどなくなっています。 

〔資料④、スライド 13〕 

こちらのスライドは、少しテクニカルな話になるんですけれども、放射性物質の検査法

に関する内容となっています。 

まず、原則として用いることとされているのが、①番のゲルマニウム半導体検出器を用

いた検査法というものなんですけれども、こちらが一番、書いた中では精密な測定結果が

得られる、十分に測定精度の高い検査法となっていて、原則この検査法を用いることとさ

れているんですけれども、それより簡易的な手法としまして、②番のスクリーニング法と

いうのがいくつか使うことができまして、②の上の方、NaI シンチレーションスペクトロ

メータなどを用いましたスクリーニング法ですと、ゲルマニウム法と比べて短時間で、多

数の検体を測ることができるということで、現場で有用性があって使われることも多いで

す。 

それからもう１つが、非破壊検査法を用いたスクリーニング法なんですけれども、先ほ

どまでのゲルマニウム法ですとか NaI 法ですと、測定の流れとして、細かく検体を刻んで

均一にしてから測定に供するんですけれども、これだと当然、検査に回したものは食べら

れない状態になってしまうんですね。ただ、先ほどもあったように、基準値を超過する蓋

然性のあるものって、現在ですと野生のものだったりして、きのこですとか、そういった

ものですと、１ロット当たりの数量もそんなに多く取れないですし、それをいちいち検査

に回していたら、食べられるものが何もなくなっちゃうよという感じになってしまいまし

て、その上で非破壊法というのが、検査に供した後、形そのままなので食べられるという

ことで、有用な手法になっています。ただ、ちょっと検査の精度がかなり劣ってしまうの

で、その代わり、閾値を低いところに敷いて、それを下回れば確実に基準値の 100Bq を下

回っているよというものだけ通すという、本当にスクリーニング的な使い方をする手法に

なります。言ってしまえば、偽陽性は多く出てしまうけれども、それは許容するという手

法になります。厚生労働省からの説明は以上です。 

 

○山本（農林水産省） 農林水産省食品安全政策課の山本と申します。ここからバトンタ

ッチしまして、私の方からは、生産段階の管理についてと、検査の結果について御説明を

させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

〔資料④、スライド 15〕 

まず、生産段階での安全確保の取組についてなんですけれども、真ん中、放射性物質の

移行低減対策について簡単に御説明させていただきます。 

上２つは後のスライドにも出てくるので、ここでは下２つについて簡単に御説明させて

いただきます。まず、果樹・茶等の低減対策、これはどういったものかと申しますと、果

樹や茶葉の表面に付着した放射性物質を除去することで、放射性物質が果樹や茶に移行す

ることを防ぐことによって、安全性を確保すると、そういった取り組みになります。具体

的な例を申し上げますと、果樹ですと、木の幹を洗浄する、木の幹をはいでしまう、お茶

ですと、通常より深く刈り込む、そういった対策が行われてきました。 

続いて４つ目の、農地の除染についてなんですけれども、こちら、農地の表層を削り取

ってしまう。あるいは、農地の表面と深いところの土を入れ替えることによって、放射性

物質が農作物に吸収されないようにするといった対策がありまして、こちら、農地の除染

については、ごく一部の地域を除いて、全て今は完了しているといった状況になっていま
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す。 

生産段階では、今申し上げたような対策を行った上で、さらに安全なものだけが流通す

るように、放射性物質の出荷前の検査ということを行っております。万一、検査によって

基準値超過が起こってしまった場合には、先ほど厚生労働省様の方からも説明ありました

けれども、回収や出荷制限等の必要な措置が取られ、並行して、なぜ基準値を超過してし

まったのかという要因解析を行った上で、必要であれば、ここの対策に追加の対策を加え

ていくと、そういった取組が行われております。 

〔資料④、スライド 16〕 

生産段階での取組の具体例ですけれども、カリ施肥による稲の吸収抑制対策について御

説明をさせていただきます。家庭菜園などの御経験がある方、よく御存じかと思うんです

けれども、カリウム、植物にとって必須の栄養素ですので、土壌からカリウムを植物は吸

収しているわけなんですけれども、このカリウム、土壌中のカリウムは、セシウムと化学

的に似た性質を有しているといった特徴があります。ですので、土壌中に十分なカリウム

濃度が含まれていれば、放射性セシウムは稲に吸収されにくいといったことがよく知られ

ておりますので、対策として、しっかりカリウム施肥を行って、セシウムを吸収されにく

くするといったような対策が行われております。 

〔資料④、スライド 17〕 

続きまして、きのこ等の特用林産物の安全確保対策ということで御説明をさせていただ

きます。下の具体的な取り組みに沿って御説明をさせていただきますと、安全なきのこ原

木の確保ということで、きのこの栽培方法として、原木栽培と菌床栽培、２つの種類の栽

培方法があるんですけれども、このうち原木に穴を開けて菌を植菌し、自然の状態で発生

させる、そういった栽培方法を原木栽培というふうに呼んでいます。また、原木に穴を開

けて植菌されたきのこを、ほだ木と呼んでおります。このきのこ、原木に含まれる放射性

セシウムを吸収しますので、安全な原木を使って育てることが非常に大事ですので、放射

性セシウムの指標値というものを設けて、安全なきのこ原木を使った栽培が行われるよう

にしています。 

また、こういった安全な原木が確実に確保できるように、これを確実に行うために、原

木やほだ木の高圧洗浄をしたり、放射性セシウムの付着を防ぐために、簡易ハウスの設備

を導入したりといった、そういった対策が行われています。 

一方で、先ほど厚生労働省さんの方からも説明があったんですけれども、野生のきのこ

や山菜といったものは、こういった生産段階での管理が難しくなってきますので、栽培/飼

養管理が困難な品目群として、重点的に検査を行うといった対策が行われております。ま

た、こういった現状については、ホームページ、パンフレット等による情報提供を行って

います。 

〔資料④、スライド 19〕 

ここからは、出荷前に行われている検査の結果について御説明をさせていただきます。

まず、どういった検査をこれから御説明するかですけれども、これから御説明する検査は、

厚生労働省のウェブページで公表している検査結果を元にはしているんですけれども、か

なりの検査点数がございますので、各年度ごと、品目ごとに集計して可視化して、見やす

くしたものを用いて御説明させていただければと思います。 

〔資料④、スライド 20〕 

まず、昨年度の検査点数についてなんですけれども、だいたい合計で４万点ほど行われ

ております。そのうち約３万点が、栽培/飼養管理が困難な品目群について検査が行われて

いて、ここからも、栽培/飼養管理が困難な品目群が、重点的に検査が行われているという

ことが読み取れます。また、可能な品目群、困難な品目群にどういった品目があるのか、

どのぐらいの割合の検査で行われているのかというのを示したのが、下の円グラフになり
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ます。 

〔資料④、スライド 21〕 

検査点数の推移ですけれども、こちらが発災当初からの検査点数の推移をグラフで示し

たものになっておりまして、令和元年のころは、だいたい 20万点以上の検査が行われてい

たんですけれども、ここから令和２年度、がくんと減っております。と言いますのも、こ

こから、それまで牛肉の検査は全頭検査を行っていたんですけれども、抽出検査に切り替

えたということがございまして、点数が減って、それ以降はだいたい３、４万点ぐらいの

検査点数で推移している状況になっております。 

〔資料④、スライド 22〕 

また、ここから実際の、昨年度の検査の結果について御説明をさせていただきます。こ

ちら、栽培/飼養管理が可能な品目群について、濃度別点数の推移を示したものになってい

ます。 

この色の薄いところが、25Bq/kg （ベクレルパーキログラム）以下、一番放射性セシウム

濃度が少なかったものになるんですけれども、こちら、発災直後は 97%を下回っていたん

ですけれども、先ほど申し上げたような生産段階での取り組みが進んできまして、この割

合が上がってきておりまして、近年ではほぼ 100%近くになっているといった状況になって

おります。 

赤いところは 100 Bq/kg超え、基準値を超えてしまった食品の点数になるんですけれど

も、発災直後は 500 点以上あったものが、この点数を追いかけていくと、近年ではほとん

ど０や１が並んでいる。ほとんど基準値超過はないといった状況になっております。 

〔資料④、スライド 23〕 

続いて、原木きのこについてです。こちらも先ほど、安全な原木を使って栽培管理をし

ているといったことを御説明させていただきましたけれども、薄いところの割合が増えて

いて、赤いところ、基準値を超えた点数、発災直後、原木きのこは 300 点近くあったもの

が、近年ではずっと、全く検出されなくなっているといった状況になっております。 

〔資料④、スライド 24〕 

続いて、栽培/飼養管理が困難な品目群について御説明をさせていただきます。こちら、

同じように、薄いところの割合が増えていって、赤いところの点数が減っている。傾向と

しては同じなんですけれども、先ほど御説明したところと少し違うのは、まだまだ近年、

令和６年度の点数を見ても、200 点弱検査点数が、基準値超として検出されているという

状況になっておりますので、こういった栽培/飼養管理が困難な品目群については、先ほど

申し上げましたとおり、重点的な検査を行うでしたりとか、必要なところに関しては、厚

生労働省さんの方から説明がありましたとおり、出荷制限等の措置を講じるといった対策

が引き続きとられていたりするような状況になっております。 

〔資料④、スライド 25、26〕 

こちら、先ほどの説明とかぶりますので割愛しますが、基準値超えが検出されたものは、

栽培/飼養管理が可能な品目群については、近年ではほとんど見られていない。黄色いとこ

ろがほとんどないといった状況になっておりまして、一方で困難な品目群については、黄

色いところ、基準値超えが見られた年度というのがいくつかございます。具体的な品目を

見ていくと、野生のきのこ、野生の山菜、野生の肉、要はジビエですね、そういったもの

が近年でも基準値超過が見られるといったことが、このグラフから読み取れます。 

〔資料④、スライド 27〕 

ここまでのまとめとなります。放射性物質の低減対策の徹底や、時間経過による放射能

の減少等により、事故直後に比べると、食品中の放射性物質レベルは全体的に低下してい

る状況になっています。特に平成 30 年度以降を切り取って考えると、栽培/飼養管理が可

能な品目群については、基本的に基準値超過はないといった状況になっております。一方



 15 

で、栽培/飼養管理が困難な品目群の一部、少し先ほども申し上げましたとおり、野生のき

のこ類、山菜類、ジビエ等を中心に、こういったものはまだ基準値超過が見られるような

状況ですので、安定して基準値を下回ることが確認されるまで、引き続き出荷制限等の措

置を実施しているということになります。 

最後、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、本日御説明したデータの詳細等

については、こちらの当省のホームページの方にも掲載しておりますので、もしご興味が

ありましたらそちらも御参照いただければと思います。私からの説明は以上です。 

 

○司会（事務局・わだ） 厚生労働省の太田係長、そして農林水産省の山本専門官、あり

がとうございました。続きまして、「風評に関する消費者意識の実態調査」と題しまして、

消費者庁消費者安全課の秋山専門官から講演いたします。それでは秋山専門官、よろしく

お願いいたします。 

 

○秋山（消費者庁） 再びですけど、消費者庁消費者安全課の秋山でございます。よろし

くお願いいたします。ここまで、内閣府食品安全委員会の方からリスク評価の話、そして

厚労省、農水省の方から、まず放射性関係のリスク管理についてのお話があったかと思い

ます。規格基準と対策の話ですね。いかに市場には基準を満たすものだけが出荷されてい

るかというところの御説明をいただきました。私からは、そのような現状をどのように認

識されているかというところについて、実態調査を行いましたので、そちらの方の御紹介

をさせていただきます。 

〔資料⑤、スライド２〕 

まず、「食品の産地を気にする理由」についての回答になります。こちらは平成 25 年か

ら年２回、平成 30年以降は年１回実施しているものです。御覧になっていただければ分か

りますけれども、まず産地を気にする理由ということで、 「味、品質」というところが一番

トップになります。で、 「鮮度」、 「価格」というところが続いてになりますけれども、平成

25年当初は、 「放射性物質」についても、 「味、品質」と同じく約３割の方が気にしている

というところでしたけど、ここまでの実績ですね、国の管理、あとは生産者の努力をもっ

て、市場には基準を満たすものだけが流通されているという現実を、皆さん御存じになっ

て安心されたのかもしれませんけども、 「放射性物質」を気にされるという回答は、約３分

の１にまで低減できているところが現状になります。だから、管理できているというとこ

ろを皆さん認識いただいたかなというところになります。 

こちらは質問の中で頂いたんですけれども、「この食品の産地を気にする方というのは、

西日本、東日本のどちらの方が多いんですか」という話になりますけども、やはり気にさ

れている方は、関東圏の消費者、東京とか千葉の方が、やっぱり気にされる方が多かった

というふうに聞いております。どちらかと言えば、西日本の方、関西の方というのは、そ

んなに放射性物質については気にされていなかったということになります。 

〔資料⑤、スライド３〕 

続きまして、「食品中の放射性物質の検査」に対する回答になります。先ほど、基準を設

けて、ものすごい数の検査をしてというところのお話があったと思います。ただ、御覧に

なっていただければ分かりますように、 「検査を行われていることを知らない」というとこ

ろが、現状 65%。で、実際に 「基準値を超える食品、検査をして基準値を超える食品が確認

された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしている」と

いう、厳しい管理をしているというところの認知も徐々に下がっておりまして、18.5%。何

よりも、「17 都県に対して食品中の放射性物質の検査をしている」という話もございまし

た。こちらの方の認知は当初から低かったんですけれども、現在は 10%を切っているよう

な状態になっております。 
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こちらは先ほどの、食品自体の基準内のものが十分に流通しているというところがあっ

て、安心していただいているからという方が多いかと思いますけれども、先ほどの関東の

消費圏の方が気にされているというところと同様に、関西の方はどちらかと言うと、検査

されていることについての認知率が低いというふうに聞いております。 

〔資料⑤、スライド４〕 

同じ意識調査でのこちらの項目なんですけれども、「あなたは、風評被害を防止し、売ら

れている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思いますか」

というところのアンケートになります。まずは、それぞれの食品の安全に関する情報提供

をしっかりしてくださいというところ。２つ目が、科学的な説明というところが必要でし

ょうというところ。加えて、それぞれの食品の産地や産品の魅力に対しての情報提供など

もいいんじゃないですかというところの御提案を頂いております。 

食品安全を司る行政としましては、しっかりと今までの御説明がありましたとおり、根

拠をもって、基準内であるという、基準内のものが提供できているというところの事実、

こちらの方を、情報をしっかりと発信していきたいと思っております。 

お手元にもお配りできていると思いますけれども、『食品と放射能 Q&A』という冊子がご

ざいます。ちょっとこちらはボリュームがあって難しいんですけれども、『食品と放射能 Q&A

ミニ』というのもございます。こちらは先ほど御説明させていただきました、基準の考え

方ですとか、現状の検査結果、そういったものもまとめておりますので、ぜひ御覧になっ

ていただければと思いますので、こういった活動も、こういった放射性物質の管理につい

ての情報提供の場として考えていきたいと思いますので、引き続き行っていきたいと思い

ます。簡単ですけれども、秋山からは以上になります。ありがとうございました。 

 

○司会（事務局・わだ） 秋山専門官、ありがとうございました。前半のプログラムは以

上となります。ここから、およそ 10分間の休憩を挟みます。再開は 14時 20分からといた

しますので、それまでにお席にお戻りください。それでは、休憩のお時間をさせていただ

きます。 

 

（休憩） 

 

○司会（事務局・わだ） それではお時間になりましたので、これより講演を再開いたし

ます。「食品添加物、農薬の規格基準等について」と題しまして、消費者庁食品衛生基準審

査課の荒川専門官から講演いたします。それでは荒川専門官、よろしくお願いいたします。 

 

○荒川（消費者庁） よろしくお願いします。ここから、添加物と農薬の規格基準につい

てということでお話させていただきますが、長くて大変だと思いますけど、ご容赦いただ

ければと思います。 

〔資料⑥、スライド４〕 

まず、食品安全行政についてということで、全体像ですね。私は消費者庁におるわけで

すが、食品安全行政は消費者庁だけではなくて、さまざまな省庁。まさに今日講演されて

いるさまざまな省庁の方が関係されています。この図は多分先ほども出てきていて、連携

しながらやっていますよということでお話させていただいていると思いますが、そういう

図です。 

食品安全委員会というのがリスク評価ですね。これは科学的な、この物質はどのぐらい、

人に対して有害だろうかという、科学的な評価をされている。その上で、リスク管理とい

うことで、各分野ごとに各省庁が対応していると、そういった形になっています。 

〔資料⑥、スライド５〕 
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そういう役割分担をしてやっていますよということですね。 

〔資料⑥、スライド６〕 

この辺りの関係は、法律に基づいてやっています。食品安全基本法という法律でも、関

係行政機関の相互の密接な連携をするという条文があったりしますので、関係機関、連携

しながら対応しているというのが、現在の食品安全行政です。 

〔資料⑥、スライド７〕 

そういう中で、規格基準ですね。規格基準というのは１つの手法であります。食品の安

全を管理するための１つの手段です。だから、規格基準を設定する以外の方法もあります。 

規格基準とはそもそも何かということなんですが、規格基準というのは、食品ごとに定

めるルールのことなんですけど、一番典型的なのは、有害な物質について、カドミウムと

か鉛とか、そういう有害なものが、この食品にはどのぐらい入っていてはいけませんとか、

そういう具体的な数値の基準を決めているのを、規格と呼んだり、規格基準と呼んだりし

ています。だから、このぐらいまでだったら安全という評価をして、それの規格基準を定

めることで、規格基準を満たした食品を食べたら安全だということで、そういう安全な食

品を流通させる１つの手段になっているわけです。 

ただ、でも、規格基準さえ設定していれば、日本の食品は安全なのかというとそうでは

なくて、さまざまな食品のリスクを管理する手法というのはあります。いろいろあります。

で、食品衛生法というのは、そういう食品の衛生を全般的に守っていくための法律なんで

すけれども、そのうちの１つの手法として、規格基準というのはあります。要素の１つと

してありますが、他にもいろいろな手法があるわけです。例えば、食品との販売禁止の規

定。これは結果として、有害だったら販売してはいけませんよという規定なんですけど、

そういう具体的な数値の基準がなくても、腐敗とか変敗とか有毒とか、そもそも人間に害

を与えるものは売ってはいけませんという規定があるので、だから、規格基準さえ守って

いればいいというわけではないと。とにかく人に有害なものというのは売ってはいけませ

んという規定が、食品衛生法にあったりします。 

それから、この下の方に監視指導と書いていますが、例えばこの HACCP、これ、ハサップ

とかハセップとか読んだりするんですけど、ハサップと読むんですけど、食品を製造して

いく工程というのをちゃんと管理しましょう。手を洗って作業しましょうとか、簡単なと

ころだとそういうところなんですけど、あとは、いくつ、その工程で行ったことを記録し

ていきましょうとか、記録することによって、やり忘れをなくすとか、そういう効果があ

ったりするんですけど、そういう手法もあります。だから、最終的なものの規格、ものに

含まれていい物質の量を定めるだけではなくて、HACCP とかも含めて、さまざまな手法で

食品衛生というのを確保しているというのが、今の食品安全の考え方です。私は、このう

ち規格基準を担当しているので、これについてこれから話しますということです。 

〔資料⑥、スライド８〕 

規格基準を定めています。食品衛生法で定めていて、食品安全基本法でも、そういった

ものを定めるときに、食品安全委員会の意見を聞きましょうと、そういったルールが定ま

っています。基準いろいろありますね。成分の量とか、製造の基準、加工の基準、調理の

基準。いろんな基準がありますので、それぞれ必要なものを定めているということです。 

〔資料⑥、スライド９〕 

こちらも、ちょっと話それますが、食品衛生法で規制、食品の衛生を守る規制なんです

けど、当然食品衛生法では食品を規制しています。これからお話する添加物。添加物はこ

れ、食品に入れるものですから、添加するものですから、これも併せて食品として、食品

と一緒に食品衛生法で規制しています。 

器具と容器包装、これも食品衛生法で規制してるんです。これは、食品を包む包装とか、

食品を作るときに使う鍋とか、それは器具ですね。鍋とか、おたまとか。あと、器具って
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自動販売機。食品の自動販売機。缶とかが出てくる自販機はいいんですけど、最近カップ

から直接ジャーッと水が出てくるやつがあります。あれって、コーヒーとか通ってくる流

路は、コーヒーそのものに触れてますので、食品に触れるものということで、あれも器具

扱いなんですね。だから、日本に存在する食品に触れるもの全て器具です。全て器具です。

食品に触れるもの、全て器具です。だから、そういうものも規制しています。それそのも

のを食べるわけじゃないんですけど、触れたものから何か悪いものが食品に移ってきちゃ

ったりしたら、食品が汚染されてしまいますので、そういうことで規制対象です。これは

世界的にそうです。 

さらに、おもちゃ、洗浄剤ですね。これも食衛法で規制しています。洗浄剤とかは分か

りやすいですかね。野菜とか果物、飲食器を洗うときに使うもの。今どき野菜を洗浄剤で

洗うこともないと思うんですけど、そういう時代もあったということで、そういうのを反

映して、従来からあります。それから、おもちゃ。これは乳幼児に限定しています。６歳

以下かな、未満かな。乳幼児に限定していますが、お子さんはやっぱり、おもちゃをなめ

てしまうことがありますので、食品と同じじゃないかと、器具、容器包装みたいなもんじ

ゃないかということで、食品衛生法の中で規制しています。これはちょっと特殊なところ

です。ほぼ、器具と容器包装と同じような規制の形になっているんですけどね。おもちゃ

なんかはね。そういうことで、この辺りを規制しています。本日お話するのは、このうち

添加物についてということです。 

〔資料⑥、スライド 11〕 

では、まいりますが、添加物。身近な食品に使用されている添加物ということで、表示

されていますね。こういう表示、食品のパッケージに書いてあるのを見たことある方いる

かもしれません。全ての添加物が具体的に記載されています。 

食品添加物、自由に使っていいのか。自由に使えません。これは、新しい食品添加物は

全て国の評価を受けないと、評価を受けて、指定を受けないと使えません。審査が行われ

るんだと書いていますが、添加物というのは、ガチガチとは言わないですけど、大変な厳

しい規制になっていますので、必要な毒性データなど、全部試験をしていただいて、要請

していただいて、審査、評価を行った上で使えるようになるという仕組みになっています。 

〔資料⑥、スライド 13〕 

添加物とは何か。法律上も定められています。ちょっと法律の文言なので分かりづらい

かもしれませんが、「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若

しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう」

という定義なんですが、食品に混ぜて使うものが添加物だということですね。定義もされ

ていて、安全性、有効性。有効性も、どういう効果。全く効果のないものだったら食べな

い方がいいですから、何らかの効果があるから使うんでしょう。で、それの安全性が確認

されないと、使用を認めないということになっています。 

〔資料⑥、スライド 14〕 

添加物の種類。これ、分類ですね。指定添加物ということで指定を受けているとか、あ

とは、今の仕組みになったのが平成７年ですので、それ以前に使われていたものを既存添

加物と呼んでいるとか、あるいは天然香料とか、一般飲食物添加物。イチゴジュースとか

寒天とか、普通に食品として食べるようなものを添加物として使うという、そういうのも

あるので、ちょっと分類はしてますが、いずれも添加物ということで、添加物がございま

す。これの規制をしているということです。 

〔資料⑥、スライド 15〕 

添加物を使うには審査が必要だという話をしました。具体的にはどういう手続きになる

のかを、こちらに記載しています。使いたいよという方から要請を受けるんですね。この

添加物を使いたいよと要請をいただきます。このときに具体的なデータ、動物試験のデー
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タとか、全部出していただきます。そうしましたら、これを食品安全委員会に、まず諮問

するわけですね。食品安全委員会で評価をしていただく。リスク評価。その物質は人に対

してどのぐらい有害なんだろうか。有害と言うと語弊がありますけど、毒性はどのぐらい

なのだろうかという評価をしていただきます。その結果を持って、消費者庁の方で、じゃ

あ、どのぐらいまで使っていいですね。このぐらい有害なんだったら、じゃあ、このぐら

いまでは使っていいですねという基準、具体的な数値の基準を定めて、それを法令にする

と、そういう流れで行っております。先ほどの役割分担ですね。食品安全委員会と消費者

庁、関係機関の役割分担というのをしています。 

〔資料⑥、スライド 16〕 

じゃあ、その基準の作り方。どう作っているのかの御説明に入ります。これは先ほど食

品安全委員会の方のスライドでもありました。このスライドが大変重要なスライドなので、

ぜひ今回は、このスライドだけでも覚えて帰っていただいたらなと思うんですけれども。 

食品のリスクを評価していくわけです。食品の安全を管理するために、食品のリスクを

評価する必要があります。リスクとは何かというのは、リスクって何となく、どのぐらい

危ないか、どのぐらい有害かという、有害性だけに着目しがちなんですけど、この図で言

いたいのは、その有害性をハザードと呼んでいるんですけど、有害性だけじゃないですよ、

摂取量が大事なんですよ、有害性と摂取量、合わせてリスクなんですよというのがこの図

で言いたいことなんですね。 

だから、危ないものがある。とにかくそれを取らないようにしようというのは、なるべ

くそれは、取らないなら取らない方がいいんですけど、なかなか絶対０にもならないので、

じゃあ、どのぐらいだったらいいのかという量も併せて考えて、リスクの評価をしましょ

うねというのが、この図で言いたいことです。これは食品安全、リスク評価、どの分野も

そうかもしれないですけど、基本的な、根源的なと言いますか、ベースとなる考え方です

ので、ぜひこれは、私も好きなスライドなんです。単純なスライドなんですけど、好きな

スライドなので、覚えて帰っていただいたらと思っています。 

〔資料⑥、スライド 17〕 

つまり、それはどういうことかと言うと、ハザードが小さくても摂取量が多いとリスク

があるんですよと言っていますね。これは言い換えるとどういうことかと言うと、どんな

ものでも、たくさん食べたら危ないんですよと言いたいんですね。どんなものでもたくさ

ん食べたら危ないんです。よく聞きます。聞いたことがある方もいるかもしれない。水と

かも、１日６ℓ（リットル）ぐらい飲むと、水分過多で体調悪くなったりするんですよね。

食塩とかもそうですよね。食塩必要なものですけど、たくさん食べると体に悪くなるわけ

です。どんなものでもたくさん食べたら体に悪いんです。 

〔資料⑥、スライド 18〕 

一方、体に悪いものでも、ちょっとだったら大丈夫。ちょっとだったら大丈夫なんです。

それがここに書いてある。ちょっと語弊がありますけど、ちょっと誤解を恐れず分かりや

すく言っていますが、どんな有害なものでも、ちょっとぐらい大丈夫ですよと。だから、

量が大事なんです。有害なものをなるべく取りたくないと思うかもしれないですけど、ち

ょっとぐらいは大丈夫。そういうような考え方で、じゃあ、どのぐらいまでなら大丈夫か

というのを管理していきましょうというのが、食品安全行政の基本的な考え方になってい

ます。 

この話すると、いやいや、０にできるなら０の方がいいじゃないと言われるんですけど、

なかなか現実世界で０にするって難しいことが多いんです。例えば、魚を食べれば、魚に

はメチル水銀という有害なものが入っていて、何らか有害。メチル水銀なんか、取らなき

ゃ取らない方がいいわけですけど、どうしても入っているわけです。ひじきを食べればヒ

素が入っているわけです。自然界のものというのは、何らか有害なものがどうしても入っ
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てしまう。ただ、じゃあ、それを食べなきゃいいかと言うと、０にすると今度、必要な栄

養素を取れないので、それもそれで体に悪いわけです。 

とにかく、一番健康にとって大事なのは、さまざまな食品をバランスよく食べるという

のが、結局は一番いいわけです。偏った食事をすると、どうしても体調がどこか悪くなっ

てしまう。だから、どうしても０にはできない。魚食べると、必要な栄養素が、体に大事

なものもたくさん入っているので、良いこともあるわけです。ただ、メチル水銀みたいな

悪いものも入っている。なので、どのぐらいまでなら食べていいのかというのを、科学的

にどのぐらいの量だったらいいかというのを評価していきましょうと。それが、今の食品

安全行政がやっているリスク評価の考え方です。どうしても０にはできない。０にすると、

何か変な偏りが出てしまう。なので、じゃあどのぐらいがいいのかというのを考えていき

ましょう。そういう議論を日々、私どもはしております。 

〔資料⑥、スライド 19〕 

じゃあ、どのぐらいまでいいのかというのを、どうやって評価しているのかを、この図

で表しています。たくさん食べると危ない。このグラフが、よくわからない図かもしれま

せんけど、ぐっと上がってますよね。右に行くほど摂取量が多いというグラフなんですけ

ど、上の方が有害なんです。たくさん食べると、量が増えると、より危ないわけです。量

が少なければ、どこか大丈夫なラインが出てくるんです。一般的にこういう形だと言われ

ています。 

一般的には量が増えれば増えるほど危なくなっていく。だから、少なければ少ないほど

安全だと。すごく少なくなってくると、ここに、読みづらいかもしれないですけど、無毒

性量と書いてあるんですね。毒性が無い量。毒性が出ない量というのがどこかで出てきま

す。だから、ここの線だったら大丈夫なんです。 

この無毒性量を基準の考え方にしていくわけですが、こういう毒性って、人で実験でき

ないですね、当然。人体実験になっちゃう。そんなことしちゃいけないので、普通、動物

でやります。今、動物もどうなのかという議論はもちろんありますけど、動物実験という

形でやっているので、人でも同じかどうか分からないじゃないかという議論があります。

だから、そこに、先ほども話がありましたが、安全係数というのを掛けています。これは

通常、100掛けます。なので、実際の基準値はここになるわけです。動物実験の結果、安全

だと思われる量から、100倍掛けて、より安全にしたところが基準値になるわけです。これ

を ADIと言っています。 

ADIって、もしよかったら今日、これだけでも覚えて帰ってもらったらと思いますが。す

みません。これだけでも覚えて帰るのが２つ目になっちゃって申し訳ないんですけど、ADI

はよく出てきます。許容一日摂取量ということで、生涯これだけ食べても安全な量という

のを ADIと呼んでいます。Acceptable Daily Intakeと言うんですかね。１日当たりの摂

取量として許容できる量ということなんですけど、ADI。僕らもしょっちゅう ADIって、１

日何回 ADIって発するか分からないぐらい ADIって使うんですけど、よく使う単語なので、

これ、専門用語ですが、よかったら覚えていってください。 

ADIは、この無毒性の量に 100倍掛けて、種が違っても、100倍も違ったら多分大丈夫で

しょうということでやっているのが ADIです。ちなみに基準値って、この後出てきますが、

ここよりさらに低いところなんですね。さらに低いところに基準値は設定するので、さら

に低いんですけど、いったんこの数字。こういう考え方で作っているというのを、よかっ

たら覚えておいてください。それはまた後で出てきます。 

こういう形で、添加物。だから、新しい添加物使いたいよと言ったら、動物実験やって

いただいて、この無毒性量を出していただいて、ここから 100 倍掛けて、このぐらいの量

までに抑えておきましょうね、使う量はと。そういう審査の仕方をしているというふうに

御理解いただくといいかなというふうに思います。 
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〔資料⑥、スライド 20〕 

そうやって添加物の基準を作って、安全な量だけ取れるようにという管理をして、規制

を行っているというのが食品安全であります。 

〔資料⑥、スライド 21〕 

規格、これも繰り返しですね。食衛法に基づいてこういったことをしています。 

〔資料⑥、スライド 22〕 

これは具体例。例えば安息香酸という添加物があるんですけど、基準。使用できる品目

が決まってるんですね。日本の場合はこういう感じになっています。キャビア、マーガリ

ン、清涼飲料水、シロップ、しょうゆに使いましょうと。これ、何の用途なんだろうな。

用途書いてないけど、これに使いますと。ものによって量が違うんですね。キャビアは 2.5g

（グラム）、マーガリンは 1.0g。キャビアなんかあまり食べないですからね。僕も食べたこ

とない気がしますけど。だから、日本人の標準的な摂取量を考慮して、たくさん食べるも

のはちょっと抑えめにしておかなきゃいけないとか、結果としてその添加物をどのぐらい

摂取するのかということから逆算して、この量を出しているので、たくさん食べるものは

少ないと、あまり食べないものはそんなにたくさんじゃないと、そういう考え方で基準値

作ってますね。キャビア、美味しいんですかね。 

〔資料⑥、スライド 23、24〕 

そうやって添加物の基準を定めるんですけど、先ほどの放射線のときもありましたけど、

じゃあ、どのぐらい実際食べてるのというのも調査しています。これも毎年テーマを決め

て、全部はできないので、一部のものをやってるんですけど、マーケットバスケット。食

品を買ってきて、調査をするというのをやっています。 

〔資料⑥、スライド 25〕 

結果として、これも結果を毎年公表していますので、こういう形で規格基準作ってます

よという御紹介でした。 

〔資料⑥、スライド 27〕 

農薬も同じような感じで作っていますが、改めて御紹介していきたいと思います。 

農薬や添加物というのは、我々が食品を食べるために必要なものなので、意図的に添加

しているわけです。農薬というのは、食品を作るときに必要なんです。作るときに必要な

ものなので、ちょっと残っちゃうということで、じゃあ、どのぐらい残っていいのかとい

うのを管理するというのが農薬。ちょっと考え方が違いますけど、基準の評価の仕方とい

うのは同じような考え方でやっています。 

農作物とは。まず農作物の御紹介からですが、農作物は自然環境ではないですね。なの

で、ちょっと特殊なので、病害虫が発生すると広がりやすいとか、雑草に弱いとか、自然

界とは違った特徴があるので。そもそも人為的に作っているわけじゃないですか。だから、

それをたくさん作るにも、人為的にいろいろ工夫が必要ですねという話です。 

〔資料⑥、スライド 28〕 

いろいろな対策しています。農薬に限らずいろいろなことをやっているということです。

例えば、同じ畑で同じものを作り続けないとか、物理的な、虫から守るためにネットを張

ってみるとか、紙袋巻いてみるとか。あと、生物をまくとかやってますね。私もこの間動

画で見たんですけど、田んぼにカニをまいて、虫を食べてもらうとかやって、さらに、終

わったらカニも食べれるみたいな、そんな YouTube の動画見ましたけど、そういうことも

やったりしつつ、最後、必要になったら農薬も使っていますと。いろんなことやってます

よということですね。 

〔資料⑥、スライド 29〕 

農薬は、病気や害虫を防除して、保護したり、生育を促進したりするものですというこ

とです。 
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〔資料⑥、スライド 30〕 

なので、虫を殺すやつと生育を促進するやつ、それぞれありますということですね。い

ろんな種類があります。 

〔資料⑥、スライド 31〕 

なぜ使うのか。先ほどから申し上げているとおり、これがないとなかなか大変だと。い

くつか観点があるんですね。虫がつかなければ、収穫量が増えます。品質も増えます。変

な虫食いでなくなっちゃたりしないので、品質も、よりきれいな野菜が作れます。あと、

雑草とか簡単に取れるというか、手作業よりも労働力が減ります。少ない人でたくさん作

れますということですね。生産効率も上がります。かび毒とかのリスクも減ります。かび

なんか生えちゃったら、かびって結構有害な物質を出したりするので、無農薬でかびが生

えて、食品食べたらかび毒で、逆に人に有害だったりするわけですから、そんなことなか

なか起きないですけど、仮想的にはそういうこともあるということで、いろんな観点から、

農薬を使うメリットがありますということを書いてあります。 

〔資料⑥、スライド 32〕 

農薬使わないと、病気になっちゃったり、形が悪かったり、虫に食われちゃったりしま

すということです。 

〔資料⑥、スライド 33〕 

収穫量としても、農薬使わないと減っちゃいますねということです。りんごとかすごい。

通常 100として、農薬を使った場合 100として、農薬使わないと３になりますと。りんご、

食べれないですね。 

〔資料⑥、スライド 34〕 

労働時間も減ります。生産コストも抑えられますということで、農薬を使うメリットを

並べさせていただいています。 

〔資料⑥、スライド 35〕 

そういう便利な農薬なんですけど、使うに当たっては、やっぱり安全でなければならな

いということで、安全の確保をしています。安全というのは、３つの観点があります。１

つは先ほど来申し上げている、残ってしまった農薬がついた野菜を食べて、人が安全か。

食べた人が安全かどうか。これが２番目です。そもそも大前提として、農薬散布する生産

者さん大丈夫なの、という観点もあります。パーッと、マスクとかするんでしょうけど、

そもそも使っていて大丈夫か。そこが一番ばく露しやすいところですからね。そういう観

点もあります。農家さんの安全性。それから３点目、環境への影響。これも、人ではない

ですけど、農薬ってやっぱり、田畑は自然界にありますから、農薬バーッとまいて、土壌

に染み込んでいって、まわりの生物とか環境とかに影響与えるんじゃないか、そういう観

点もあります。この３つの観点で審査をしています。確認をしています。 

〔資料⑥、スライド 36〕 

農薬の登録制度というのがあって、新しい農薬を登録するときは、農水省さんに登録の

申請をして、手続きあるんですけど、そのときにさっきの３つの観点を確認した上で、じ

ゃあ使っていいですよとなる。それが農薬の仕組みになっています。 

〔資料⑥、スライド 37〕 

今日お話するのは、この２番目の話なんですけど、３つの観点があります。 

〔資料⑥、スライド 38〕 

品質、薬効・薬害。ちゃんとしたものかどうか。ちゃんと効くのかどうかということも

確認したりもしています。 

〔資料⑥、スライド 39〕 

農薬の再評価。農薬が一度登録されて、審査を受けていくんですけど、随時、必要にな

ったものは、もう１回新たな科学的知見で再評価したりもしてるんですけど、こんなこと
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もしたりしてます。 

〔資料⑥、スライド 40〕 

何を見てるのかですね。農薬の登録の申請がありますと、受付を農水省さんがされるん

ですけど、その後、３つの観点で確認をするために、農水省内と、環境省さんが環境への

観点。で、消費者庁、私どもの方で人への健康影響。それをそれぞれ確認して、使用基準

を設定して、農薬の登録に至る。３つに分類されて、農薬というのはさまざまなものが関

係するわけです。３省それぞれで対応してやっているというのが農薬の仕組みになってい

ます。 

この過程で食品安全委員会さんが、その物質の人への健康影響というのを評価していま

す。役割、人とか環境とか農家さんとかそれぞれありますけど、結局最後は人への健康影

響ですから、そういう観点では食品安全委員会は共通して、毒性がどのぐらいかというの

は食品安全委員会さんがやるわけです。だから、ここは共通している。ここの結果を使っ

て、各３つの省庁で、それぞれの観点で必要な基準を定めると、そういう感じになってい

ます。 

〔資料⑥、スライド 41〕 

残留農薬。人に対する作用あります。それはそうです。虫に対して何か影響を与えると

いうことは、人に対しても何らかの影響を与える可能性があるわけですから、ちゃんとそ

こは管理していくということが必要なものです。 

〔資料⑥、スライド 42〕 

で、人に影響を与えないように。これは当然、農産物に微量に残留する可能性があるの

で、その微量な残留がいいかどうかというのを確認しています。ちょっと残っちゃうかも

しれないので、それでも大丈夫かというのを確認していると、そういう発想です。 

〔資料⑥、スライド 43〕 

農薬は、ポジティブリスト制度ということで、使っていいものをリスト化しています。

これに載っているやつしか使っちゃいけませんよという形にしています。なので、全て登

録の申請があって、そのとおりに使うと。 

ただ、ニンジンとかキャベツとか、品目ごとに定めるんですね、農薬の使用基準という

のは。それは残留基準ですね。そうすると、およそ使用することが想定されない野菜とい

うのもあって、そういうのは一切使えないのかというと、そうではなくて、一応想定され

ないやつに万が一使ったときの基準というのは、一律の基準というのもあって、これは 0.01

という、すごい低い基準で定めています。だから、基本的には使うのを想定したものをリ

スト化して、そのとおりに使ってもらうという形でやっています。 

〔資料⑥、スライド 44〕 

残留基準をどうやって設定しているか。実際に使ってみて、どのぐらい残るのか。作物

残留試験と言ってますが、どのぐらい残るのかということの試験をしていただいて、その

データをもらって、このぐらい残るんだね、じゃあ、このぐらい残っていいよという基準

にしましょうということにしています。 

これが大変重要で、先ほど言った、ADIが基準じゃないと申し上げましたけど、ADIでは

ないんですね。残留基準。決められた方法で適切に使用した場合に残留している量から基

準というのは設定しているんです。 

〔資料⑥、スライド 46〕 

ちょっと飛ばしますけど、作物の残留。もちろん残留も、作物によって使用条件って違

いますので、ばらつきがあるわけです。だから、このじゃがいもはこのぐらい残ったな。

こっちのじゃがいもはこのぐらい、ちょっと量多いな。すごい少ないやつもあれば、多い

やつもある。分布になるわけですね。で、最大でどのぐらい残るんだという残留基準値の

最大の量がありますね。ここを基準値にしています。だから、普通に使っていたら、最大
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でもこのぐらいしか残らないでしょうという量を、いったん基準値にするんです。で、こ

の数字は ADI より当然低いんです。先ほど言った許容一日摂取量。１日これまでだったら

摂取していいですよという毒性試験の無毒性量に 100 倍掛けたやつですね。あれよりも低

いということを確認してるんです。なので、ADIというのは、それを超えたら毒性が出ます

よという量ですから、そこはもう、人の健康から考えてぎりぎりの量なんですけど、基準

値ってぎりぎり目一杯で設定しないんです。ぎりぎり目一杯じゃなくて、実際の使用量、

ここまでしか使わないでしょ、これ以上使わないんだったら、基準値もここでいいじゃな

いかと、そういう発想で作っています。で、審査のときは、これが ADI より低いと、こっ

ちのずっと右側に ADI があるというのを確認して、じゃあ、残留基準はここでいいですね

というふうに設定しているわけです。 

だから、よく誤解があるのが、基準値を超えた、じゃあ健康に影響があるんじゃないか

という誤解をするわけです。でも、今の話だと違うということが分かっていただけるんじ

ゃないかと思うんですけど、基準値超えても大丈夫なんです。 

〔資料⑥、スライド 52〕 

基準値というのは、使用量ですから、ここではないわけです。ここは ADIなんですけど、

ここは基準値じゃなくて、基準値はここよりずっと低いところ。ずっとか分からないです

けど、少なくとも低いところにあって、実際の使用基準になってますから、ADIさえ超えな

ければ大丈夫なわけですね。大丈夫というのは語弊がありますけど、基本的には大丈夫だ

ということですから、だから、基準値って健康影響の境目ではないという、そういうこと

を今日は覚えて帰ってもらったらいいかなという気がしています。ここであっても既に 100

倍掛かってますから、まだ大丈夫かなという気もしますけど、そうは言ってもこれ、100と

いうのは不確実係数なので、そこは尊重した上でも、だとしても、これよりも低い。100掛

けた数字よりも低い。実際の使用量で基準値というのは設定しています。 

〔資料⑥、スライド 46〕 

だから、基準値というのは、イメージとしては、健康への影響の指標というよりも、い

つもの使用の仕方と違ってないかということに気付くためのアラートみたいな、そういう

意味合いの方が強いかもしれないという気がします。これを超えるということは、普段、

申請の段階でこのぐらいしか使いません、最大でもこのぐらいですと言っていたのが、こ

れを超えたということは、あれ、ちょっと量増やしちゃったんじゃないのとか、ちょっと

使用方法変わったんじゃないの、まだ大丈夫？というのを、そこで改めて考えるきっかけ

になるわけですね。だから、そういう意味で、基準値を設定するということは意味がある

んですけど、ただ、それが即、超えたからすぐに健康影響があるわけではないという。 

よく言われるじゃないですか。基準値を超えるものがあった、直ちに健康に影響はあり

ませんと。本当か、大丈夫かと思われるかもしれないですけど、なぜかと言うとこういう

背景があったと。健康影響のラインで引いてないから。基準値が健康影響のラインじゃな

いから、そういうことが言えるというのを、よかったら覚えて帰ってもらえるとありがた

いなと思います。というわけで、残留試験を行って基準値を設定してますという話でした。 

〔資料⑥、スライド 47、48〕 

この辺も同じです。一律基準ですと。で、健康に影響を生じるおそれがないように設定

しています。 

〔資料⑥、スライド 49〜51〕 

これも先ほどと同じですね。大事なので何度も出てきますが、ちょっとだったら大丈夫。

農薬なんか、なるべく残ってない方がいいんですけど、とはいえ残ってしまいますし、農

薬全く使わないと、食べられなくなってしまうものもありますから、どっちがいいかとい

う、そういうバランスの話かなという気もしています。 

〔資料⑥、スライド 53、54〕 



 25 

この辺も、今お話した話が書いています。実際の農薬の摂取量と、ADIというのを比較し

て、農薬の摂取量がこの ADI のレベルを超えないかどうかというのを確認して、基準値と

いうのを定めています。 

〔資料⑥、スライド 55〕 

そのときに、ARfDという。ADIというのは、一生食べても大丈夫な量なんですけど、ARfD

というのは、１日でこれだけ食べると、１日の中で毒性が出るとしたらこれぐらいまでと

いう、ちょっと別な観点なんですけど、その別の観点の毒性も、このラインを超えないよ

うにしている。そういうことで、それぞれの観点で見ていますということです。 

〔資料⑥、スライド 56〕 

一日摂取量調査ということで、残留農薬についても、実際どのぐらい残っていて、人は

どのぐらい食べてしまっているのかというのを調査していますが、それは実際の調査結果

としては、ADI を大幅に下回っているということですので、御安心いただければというこ

とかと思います。 

〔資料⑥、スライド 15〕 

ここまで添加物と農薬のお話をさせていただきましたが、事前にやはり御質問をいくつ

かいただいていますので、この場で御紹介をさせていただければと思っています。 

まず、 「食品安全委員会でリスク評価されていない食品添加物がありますが、なぜリスク

評価されないのでしょうか。例えば、オルトフェニルフェノール、チアベンダゾール、食

用赤色 106号」。これ、先ほどの話、添加物を指定するときは、必ず食品安全委員会に諮問

をして、リスク評価をしてもらっています。ただ、これは当然、食品安全委員会ができた

後の話ですね。食品安全委員会ができたのって、牛の BSEの問題があってできましたので、

それ以前は食品安全委員会が存在していません。平成 15年に設置されています、食品安全

委員会。それ以前のものは、食品安全委員会は通らないです。なかったので、しょうがな

いですけど。ただ、何も見ていないかと言うとそういうわけではなく、そのときは当時、

厚生労働省ですね。厚生労働省の中で、審議会の中で、必要なリスクの評価を行っていま

した。なので、食品安全委員会の評価を受けていないかというと、なかったからなんです

けど、食品安全委員会ではなくて厚生労働省においてリスク評価をしていますという御回

答になるかなと思います。 

それから、次の御質問。 「流通や品質保持の観点から、生鮮食品に食品添加物が使用され

る場面がある一方で」。そうですね。生鮮食品に食品添加物を入れると、保存がきいたりと

か、いいことがありますからね。 「添加物を使っているイコール危険というイメージが根強

いと感じています」。確かにそういうイメージも、一方であるかと思います。「専門家の立

場から、どのような点を理解してもらうことが特に重要だとお考えでしょうか」という御

質問です。これ、むしろ添加物が危ないと言われているということに対して、本当は危な

くないんじゃないか、みたいな立場の御意見なのかもしれないですが。 

まさに今お話させていただいたような、添加物のリスク管理をどう行っているかという

ことを、我々の立場としては、仕組みと理屈、背景を粘り強く御説明して御理解いただく

ということなのかなと思っています。御理解いただくと言いますか、少なくとも国の行政

としてはこういう考え方でやっていますよという御紹介です。それが理解いただけない場

合は、それは仕方ないのかもしれないですが、少なくとも、こうやっていますということ

を、こういう説明会とか、こういう意見交換会を通じて、情報共有、情報提供させていた

だくというのをやっていければなというふうには思っております。 

〔資料⑥、スライド 18〕 

それから、今度は逆ですね。 「食品添加物に関して、発がん性があるものもいまだ使われ

ていますが、なぜ使用が認められているのでしょうか」。これがちょっと分からない、具体

的に何を指されているのかにもよりますが、発がん性についても評価をしていまして、基
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本的に今のリスク評価ですと、発がん性があると使われないです。ただ、発がん性ももの

によっては、先ほど言ったように、量が少なければ大丈夫という場合もあるんですね。少

なければ大丈夫という場合があるので、量がちゃんと、どのぐらいだったら大丈夫という

ラインが引けるようなものについては、ラインを引いた上で基準値になっているという場

合もあるかもしれません。具体的にどういうものを指されているか分からないので何とも

言えないですが、一般的にはそういう形でリスク管理をしてきております。 

〔資料⑥、スライド 45、46、52〕 

続いて、 「食品添加物に関して、国民にとって害のある成分の使用を禁止してほしい。ヨ

ーロッパレベルを望みたいですが、せめてアメリカレベルにはしてください」。これは、ヨ

ーロッパは世界で一番厳しい規制で、アメリカは次に厳しくて、日本はその次、日本はそ

れよりも緩いという前提での御質問な気がするんですけど、このリスク管理の考え方は基

本的に、国際的に同じなんですね。先ほども言いましたが、コーデックス委員会という、

放射線のときに言いましたけど、世界の国際的なリスク管理というか、リスク評価をする

機関があってコーデックス委員会と言うんですけど、そういうところも同じですけど、こ

ういうリスクの考え方、リスク評価の考え方は同じなんです。確立した考え方で、細かい

ところで違いはありますけど、基本的に同じ考え方でリスク評価してますので、違うとい

うことがないんじゃないかなと思います。もちろん、個別の品目で見ると、この品目は基

準値違うねというのは当然あると思うんです。それは、日本のほうが緩いものもあれば、

日本のほうが厳しいものもある。どっちもあると思います。なんでその違いが出るかと言

うと、例えば先ほどの農薬で言いますと、農薬って実際の使用量によって規制値を作って

いますので、例えば、虫が多いところだと多く必要ですよね。この国は虫が多いからたく

さん農薬使うとか、虫の種類によって違うと思いますけど、地域によって、環境によって、

農薬の使い方とか変わってきますから、この使用量から基準値決めるということは、環境

の状況を反映するわけです。だから、それは当然変わってしまうんですね、地域が違うと。

日米欧、地域が違うと変わってしまいます。ただ、考え方は同じです。リスク評価をして、

ADI よりも低い水準にするという考え方は当然同じですから。なので、出てきた数字の違

いはあるかもしれないですけど、リスク評価、リスク管理の考え方は同じということなの

かなと思っています。 

続いても同じ御質問ですね。 「食品添加物、農薬の規格基準において、日本の基準がヨー

ロッパ、米国よりも緩いということはありますか」。だから、今申し上げたように、ない、

同じかなというふうに思っていますけれども、どうでしょうね。どうでしょうか。ないか

なと思って。共通の考え方で、サイエンスに基づく評価ですから、共通かなというふうに

思っています。 

続いて、私の関係だけ御紹介してしまいますが、 「複数の添加物を同時に長期的に摂取し

た場合の体への影響、遺伝子組換え食品、ゲノム編集された食品を長期間摂取した場合の

体の影響を分析、研究されている機関はありますか。あるならば、データの公開などはあ

りますか」。ちょっと、研究している機関。これの御質問は、１つは、複数の添加物の摂取

ですね。今申し上げた添加物の評価、これ確かに若干鋭い質問なんですけど、基本的に個々

の添加物、単品での使用を想定した試験を行いますから、これ複数摂取したらどうなのか

という相互作用みたいな、共同作業みたいな、そういう評価は確かにしてないです。して

ないのは事実です。それについて研究している機関があるか。ちょっと機関としてどうか

というのは、御紹介できるところは分からないので、分からないということになってしま

います。ゲノム編集とか遺伝子組換えについてもそうですね。機関としては、一般の大学

とかで安全性の研究はされているかと思いますが、何か専門的に、特別にこの機関という

のは、なかなか御紹介は難しいかなと思っています。 

その上で、相互作用、複数の添加物を摂取したらどうなのかということについてですけ
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ど、最近、超加工食品とか言われたりして、加工度が上がると体に悪いと言われていたり

もしますが、一般論としては、食品添加物同士の相互作用、複数の添加物を同時に食べる

と、より見えてなかった体への悪影響があるといったことは知られていないと。あまりな

いですねというような前提で評価がされてきています。これは医薬品の世界だと、そこま

で見るんですよね。医薬品って体に積極的に作用するものですから、どうしても複数の医

薬品がそれぞれに作用してしまうことがあって、そこはちゃんと見てるんですけど、添加

物の世界だとあまりそういうことが知られていないので、そこまで今はデータとして求め

ていないというのが現状です。ただ、これを含めて、もちろん新しい知見が得られたとか、

そういうときには当然それを踏まえて、最新の科学的知見に基づいて評価をしていくとい

うことなんだろうと思いますが、現時点ではそういう取り扱いをしているということです。 

いったんここまでですね。というわけで、農薬、添加物関係の御質問だけ御紹介をさせ

ていただきました。やっぱり、心配というお声もよくいただく。私も周りの友達に、 「農薬

って危ないんだよね」という話を言われて、 「いや、ちゃんと管理してるんだけど」みたい

な話はしたり、細かいのであまりしなかったりもするんですけど、そういう話もあるんで

すが、何事も 100%安全ということを言い切れるものではないので、分からないところはど

うしても残ります。残りますが、現在の科学的な知見で、最大限安全であろうというとこ

ろを見積もっているというところで。その一方で、やっぱり利便性があるので、便利な農

薬とか添加物をうまく使った上で、かつ安全、できればなるべく安全にもしていくという

のを両立するために、今こういうことをやっているということで、御理解いただくといい

のかなというふうに思っています。また何か御質問があれば、この後頂ければなと思って

います。 

〔資料⑥、スライド 58〕 

その他の情報提供ということで、軽く２点。PFAS（ピーファス）と健康食品についての

お話をさせてもらえればと思います。 

まず PFAS ですが、PFAS ってたまにニュースとかで見たことあるかもいるかもしれない

んですけど、PFAS？みたいな感じの方もいるかもしれない。僕も友達とかに、 「PFASって知

ってる？」とか言うと、 「知らない」みたいな人もいて、ああ、知らないんだみたいな。僕

なんか仕事でやるから、当然ニュースとかもよく出てくるんですけど、知ってる方も知ら

ない方もいるかもしれないですね。 

PFAS という物質群なんですけど、そういうのがあります。何に使っていたかと言うと、

撥水性と撥油性。水も油もはじきます、すごい安定です、みたいな性質があるので、例え

ば、消火剤とかで火を消すとか、あとは紙を、容器の包装とかに、表面をこれで処理する

と、水もはじくし油もはじくから便利みたいな、食べ物を包んだときにしみないみたいな、

そういう用途で使ったりもしていたようです。 

ただ、PFASっていろいろあるんですけど、このうちよく使われていた PFOSとか PFOAと

か、似たような名前なんですけど、いろいろな、こっちになると個別の物質になってくる

んですけど、この辺り、要するに PFASの一部、よく使っていたやつが、ちょっと危ないん

じゃないかということ、人に有害なんじゃないかということが分かりまして、これの製造

等がもう原則禁止されています。既に PFOS は 2010 年の時点で禁止されています。順次評

価して、禁止が進んでるんですけど、実態として自主的に使われていないという状況だと

聞いていますので、ほぼ新しく使うということはない物質です。昔便利で使っていました、

危ないということが分かったので、もう使うのやめましたと、そういう物質です。今は新

しく使っていません。ただ、昔便利で使っていたものですから、当時使っていたものが、

廃棄物とかから土壌にしみ込んだりして、それが河川に流れたりして、ちょっと残ってい

る。環境中に放出されてしまって、それが残っていると、それが今、問題になっています。

それが PFASというものの特徴です。 
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〔資料⑥、スライド 59〕 

そういうものですから、いったいどのぐらい危ないんだ、どのぐらいの水準に管理すれ

ばいいのかというのを考えようということで、世界的に議論が始まっているんですけど、

日本においてもその議論が始まりました。これは一昨年ですね。内閣府の食品安全委員会

の方で TDI というのを設定していただいて、令和６年、一昨年の６月にこの TDI が設定さ

れました。これ、TDI ですね。先ほどは ADI だったんですけどね。ADIだけ覚えて帰ってい

ただければいいんですけど、TDI、また違うなと思った方もいるかもしれないですが、ほぼ

同じ意味です。ADIと TDI、ほぼ同じ意味です。ほぼ同じなんですけど、ADIって添加物と

か農薬みたいに、人間が必要で入れてるものですよね。必要で入れてるものだから、どの

ぐらい入れてもいいのという意味で、Acceptable の A が入っているんですね。一方で TDI

というのはほぼ同じ意味なんですけど、これ、Tolerableみたいな、どのぐらい耐えられる

かという意味なんですけど、別に有害物質が入ってなくていいわけです。０なら０でいい。

０なら０でいいんだけど、環境中にあってどうしても入ってしまう有害物質なので、じゃ

あ、どのぐらいなら耐えられるか、耐用一日摂取量ということで、言葉の使い方が違うと

いうだけで、意味合いは同じです。１日当たりどのぐらい取っても、それを一生涯続けて

も大丈夫という数字ということで、一生食べても大丈夫という意味では、ADI と TDI 同じ

なんですけど、使う分野によってちょっと言葉は違うんですが、有害物質は TDI というこ

とで、ほぼ同じです。 

で、TDIを設定していただきました。令和６年に 20という数字。20ng/kg/日（ナノグラ

ムパーキログラムパーデイ）。で、食品安全委員会さんに出していただいたので、これに基

づいて、じゃあ、実際の食品中でどのぐらい入ってもいいのか算定しましょうと。 

〔資料⑥、スライド 60〕 

まずこれ、環境省さんの方で、水道の水質基準を設定されました。水道水は、食品安全

委員会が評価する前から、基準値というか目標値という形で、半ば自主的な形でやってい

たんですけど、食品安全委員会さんが正式に評価されたので、今は正式な基準値として設

定されて、違反になると罰則もあるというような基準値。水道の水質基準として設定され

ました。これ、昨年の６月に設定されまして、４月１日からの施行になっています。あと

１か月程度ですね。 

〔資料⑥、スライド 61〕 

水道水と併せて、ミネラルウォーターの基準も策定しました。今どきミネラルウォータ

ーを水道水の代わりに飲む方もいらっしゃる。あまり水道水を飲まないという方もいらっ

しゃいますよね。僕は気にせず飲むんですけど。水道水はちょっと、ミネラルウォーター

をという方もいますので、同じ水準でミネラルウォーターというのは管理することにして

います。水道水と同じ基準をミネラルウォーターにも当てはめることにしているんです。

水道水は環境省が、ミネラルウォーターは消費者庁が担当しています。 

〔資料⑥、スライド 62〕 

なので、今回 PFASについても、水道水について基準が決まったので、併せてミネラルウ

ォーターについても同じ基準を策定しましたというお話です。 

その他の食品の議論については、現時点で得られている調査結果によると、TDI より低

い、食品から由来する PFASの摂取量というのは、TDIよりも低いということが分かってい

るので、今すぐに基準の設定必要ないという議論はされているんですけど、引き続き調査

をしながら、必要があればそういう管理をしていくということかなと思います。まず水の

基準が設定されましたというのが、この御紹介です。 

〔資料⑥、スライド 63〕 

続いて、健康食品。健康食品は、これも２年前ですね。もしかしたらニュースとかで聞

いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ある種の健康食品、サプリメントに
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由来して健康被害が発生したということがありましたので、今はそのサプリメント、本当

に食品衛生法上、もう少しちゃんと厳しく管理した方がいいんじゃないかという、規制の

あり方の検討が進んでいる状況です。まだ何か決まったわけではなく、今、検討を行って

いますよということです。 

〔資料⑥、スライド 64〕 

御紹介としては、これまでも健康食品、無規制だったわけではなくて、当然一般の食品

としてはありますし、サプリメント特有の性質に応じて、法律ではないんですけど、通知

という形で、GMP （製造管理）をちゃんと適切にしてくださいとか、健康被害の情報は別途

収集しましょうとか、そういうことはやってはいたんですけど、そういうことを今後どう

するかみたいな議論を今しているところです。 

〔資料⑥、スライド 50〕 

サプリメントはとにかく、何が危ないかと言うと、これはまさに先ほどの。ちょっと危

ない前提では。便利なところもあるんですけどね。危ない前提で申し上げると、先ほどの

まさにこの図なんですね。どんなものでも、たくさん食べると危ないんです。サプリメン

トって、たくさん食べやすい形状をしてるんですね。錠剤とかカプセル剤とか、濃縮され

てるじゃないですか。必要な栄養素が。だから便利なんです。ちょっと食べたら、それで

必要な栄養素取れるんですけど、ただ、たくさん食べ過ぎるとこうなっちゃう。こうなっ

て、リスクが大きくなる。なので、適正な量を食べるというのがすごい大事なんですけど、

なかなかこの図が理解されないものですから、間違って、たくさん食べれば食べるほど体

にいいんじゃないかなという誤解をしている方もいるかもしれず、だから、注意しましょ

うね。 

普通の食品たくさん食べると言っても、たかが知れてるわけです。毎日同じものを食べ

る方もいるかもしれないですけど、それでもある程度の量が決まってますし、そんなに言

うて食べれないんですけど、サプリはやっぱり食べちゃうので、形が形だけに、濃縮され

てますから。だから、そういうものだということで、気を使っているということです。 

〔資料⑥、スライド 66、67〕 

なので、健康食品、サプリメントのデータベースを集めてみたり、リーフレットとかパ

ンフレットも作成して配っていたりします。これは動画ですね。『ちょっと待って！健康志

向の康子さん』ということで、こういう動画を作成したりして、御紹介したりもしていま

すので。もちろん、便利な部分もあるので、サプリメントは。便利なところは便利に使っ

ていただければいいんですが、適正に使用するということを心掛けていただければありが

たいなと思います。以上になります。ありがとうございました。 

 

○司会（事務局・わだ） 荒川専門官、ありがとうございました。これより、次の質疑応

答に向けまして、会場内のレイアウト変更を行います。作業には 5 分ほどお時間を頂きま

す。恐れ入りますが、終了までそのままお席にてお待ちくださいますようお願い申し上げ

ます。質疑応答は 15 時 30 分より開始いたします。お手洗いなど御利用いただき、またお

時間にお戻りください。 

 

（休憩） 

 

○司会（事務局・わだ） それでは、お時間になりましたので、質疑応答に移らせていた

だきます。ここからの進行は、消費者庁消費者安全課の松井室長にお任せしたいと思いま

す。松井室長、よろしくお願いいたします。 

 

○松井（消費者庁） ただ今御紹介にあずかりました、消費者庁消費者安全課 松井と申
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します。本日は、足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。私の方

で意見交換会の進行を務めさせていただきます。基本的に、皆様方から事前に頂いた御質

問をお答えするということで考えていたのですが、時間に余裕がありそうですので、会場

からも御質問を受けつけさせていただきたいと思います。ただ、事前質問もそうなのです

が、私ども、食品安全の部分でしかお答えできないところもありますので、お答えしかね

る部分があった場合には、ご容赦をいただければと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

質疑応答に入る前に少し宣伝をさせていただければと思います。お手元にお配りしてい

るもの、消費者庁食品表示課が、分かりやすい動画を作っているということで、チラシを

お配りさせていただいたのと、皆様の机の上にミントタブレットをお配りしております。

これ、何も皆様が眠くなったときにお食べくださいということではなくて、ここの二次元

バーコードを読み込んでいただくと分かるのですが、「隠れうのみ注意報」というチラシも

お配りしておりますが、健康食品の摂り方について注意していただきたい、思い込みに気

を付けてくださいねということで、診断サイトのようなものを作っております。こちらの

チラシの中に、８種類の「ウノミーズ」と名付けたキャラクターがございますけども、自

分がどういううのみをしがちなのかということを診断する、簡易診断サイトになっており

ます。こちらのタブレットにもバーコードを付けてますので、これを読み込んでいただく

と、そのページに飛ぶようになっています。また、ここに謎の英語が書いてありますけれ

ども、これは、思い込みをひっくり返せという意図で、暇なときにくるくる回して読んで

みると、何か言葉が出てきます。 

もう１枚、チラシが入っていたかと思います。こちらは私たちの方で作ったものなんで

すけれども、先ほど食品安全委員会ですとか、消費者庁の食品衛生基準審査課の方から、

ハザードとリスクの話、ぜひ覚えていってくださいねというお話があったかと思います。

ハザードとリスク、摂る量が大事なんですよということを御説明させていただいたわけな

んですが、それを分かりやすくした解説動画を作っています。俳優の杉浦太陽さんに御出

演いただいて、私も見たのですが、かなり分かりやすくなっております。ただ難点が、少

し長いので、途中で挫折してしまう可能性も否定はできないんですが、ぜひ御覧いただけ

ればと思います。かなり分かりやすく、どういう理論なのかということが解説されており

ますので、御覧をいただければというふうに考えております。 

それでは早速ですが、意見交換会 ・質疑に移らせていただきたいと思います。大部分が、

食品衛生基準審査課の部分になっていましたので、講演の中で御説明をさせていただいて

おります。こちらも全部、食品衛生基準審査課の方でお話いただいておりますので、ここ

は省略をさせていただきます。 

その次、消費者の方の食品中の放射性物質の認識について、地域性をお伺いしたいとい

うことで、先ほど消費者安全課の方からご説明差し上げていますが、毎年、震災発災後ず

っと行ってきている意識調査に基づいてお話をさせていただいております。今年度の分で

すけれども、震災発災した３月 11日の少し前に、私どもの方からも公表させていただきま

す。最新の情報が３月上旬に公表になりますので、後日ぜひ御確認をいただければと思っ

ております。 

放射性物質の認識ということで、私たちいろいろ、このような会を活用させていただい

て、情報発信させていただいているのですが、私たちのような年代ですと、やっているこ

とは知っているというのがごく普通のことなんですが、福島原発の事故から既に 15年経ち

ます。今の大学１年生って基本 18歳ですよね。そうすると、３歳のときにそんなことを理

解しているのかと言うと、ほぼほぼ理解はしていなかっただろうなと思います。ですから、

私たちとしては、当時成人された方というのは十分御理解いただいていると思うので、こ

ういった方に関しては繰り返し情報発信を行っていきたいと考えますし、若い世代、原発
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事故を知らない世代への情報発信に力を入れていかなければいけないのかなと思っており

ますので、引き続き御協力をいただければと思っております。 

ずっと食品衛生基準審査課の方でお答えいただいたので、８番目のスライドまで飛ばせ

ますかね。 「現在、日本で消費されている食品は、海外の基準と違う部分が多く見られます。

できるだけ安全なものをと考えている方も多くなってきたと感じるのですが、今後、国内

生産、輸入される食品に関して、農薬や食肉の飼育法なども含め、安全基準を高くする施

策や各省庁での議論などはありますか」ということですが、飼育の方法に関してはお答え

できないかとは思うのですけれども、海外から輸入される食品ということになりますと、

厚生労働省の方で、輸入時の監視というのを行っているかと思います。厚生労働省の方か

ら何か御回答いただくことはできますでしょうか。 

 

○太田（厚生労働省） 厚生労働省です。海外で生産された食品であっても、日本に輸入

して販売する場合には、全ての食品が日本の食品衛生法に基づく基準に適合していなけれ

ばなりません。輸入時の安全性確保については、３段階で対策を講じておりまして、１段

階目が輸出国、輸出前での安全対策。それから輸入時、水際での対策。それから３点目が

国内での対策になります。まず、輸出国においては、水際などで、もしくは輸出国におい

て違反ですとかそういったものが見つかった場合には、輸出前での原因の究明ですとか、

再発防止策といったことを取っていただく必要があるので、二国間協議を通じてそういっ

たことを要請したりですとか、生産現場での適正な管理、輸出国の政府、事業者だけじゃ

なくて、政府による監視体制を強化してもらったりだとか、輸出前に検査を実施するよう

に要請したり、そういった安全管理の推進を図っております。また、２点目の水際、輸入

時ですけれども、輸入するときには、届出の対象となるのが、販売の用に供し、または営

業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具または容器包装、それから乳

幼児用おもちゃ、いずれも食品衛生法で適用対象となるものですけれども、これらについ

ては輸入者に対して、その都度厚生労働大臣宛に届出を出すことを義務付けております。

また、輸入される食品が食品衛生法に基づく規格基準に適合するものであるかどうか、食

品衛生監視員が、届出の内容について審査を行うとともに、違反の可能性に応じて、実際

に検査も、モニタリング検査ですとか、検査命令など、蓋然性に応じて検査を実施してい

るところです。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。今の御説明からすれば、海外から輸入され

る食品も、海外での基準に合わせて輸入されるということではなくて、日本の食品衛生法

で定められた基準に従って輸入されているということかと思います。 

次に、同じような質問になってしまうのかもしれませんが、 「さまざまな化学物質や微生

物リスクに対し、海外で規格基準が設定されている。日本では規格基準がない化学物質や

微生物リスクがある。海外での事業者が意図して、海外の規格基準に逸脱した食品を、規

格基準がない日本に輸出する可能性があるのではないか。その可能性に対して対応を検討

されているのか」という御質問を頂いています。先程の御質問の御回答からすると、しっ

かりした対応が取られているのかなというふうには思いますけれども、厚生労働省から、

何かございますでしょうか。 

 

○太田（厚生労働省） ありがとうございます。先ほどの点に加えまして、厚生労働省で

は個別の届出の内容だけではなくて、輸入食品の安全性確保のために、随時情報収集も行

っておりまして、例えば国内ですと、国立医薬品食品衛生研究所ですとか、あとは JIHS （ジ

ース）と呼ばれております国立健康危機管理研究機構、感染症ですとかそういった対応も

している機構ですけれども、そういう研究機関や、それから国際的にも、輸出国の政府、
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それから WHO などの情報ネットワークを使いまして、食品の安全性にかかる情報収集を常

に行っております。その上で、海外で基準値などが設定されている物質、それから微生物

などについて、日本では基準がない場合であっても、食品衛生法の条項の１つで、健康を

損なうおそれのある食品については、個別の基準がなかったとしても、それに該当するの

であれば、販売や輸入はできない、禁止されておりまして、それに違反した食品は流通す

ることはできません。 

それから、個別の事例になりますけれども、残留農薬についてはポジティブリスト制度

というのを導入しておりまして、使える農薬というのが農薬の種類ごとに、認められる基

準値が決まっているんですけれども、そこに名前が列挙されていない農薬、例えば日本で

は使われていないけど海外では使われているものであれば、一律基準というものがありま

して、それが 0.01ppm （ピーピーエム）という値で管理されているので、そういった場合で

も、個別の名称が登録されていない農薬であっても、違反になることがあります。それか

ら、添加物の場合ですと、未指定の添加物、日本では使用が認められていない添加物を使

用した食品というのも、海外では流通できるんだけれども、日本では違反になりますとい

うことで、違反食品として流通が認められていないものがあります。それから、微生物で

言いますと、例えば規格基準のない腸管出血性大腸菌、またサルモネラ属菌等についても、

先ほどの同じ条項になるんですけれども、健康を損なうおそれがあるものとして認められ

る場合には、違反になることがあります。なお、輸入時において法違反の可能性が高いと

見込まれるとして、マグロのサルモネラ属菌や、キムチ、しそ、ナチュラルチーズの腸管

出血性大腸菌について、検査命令というものを実施しております。それから、輸入食品は

検疫所への届出と、リスクに応じた検査によって、水際で管理し、海外で問題となった情

報も海外ネットワーク等を通じて速やかに把握して、安全性の問題に関わる問題の情報に

基づいて、緊急的な対応などを行うなどして、輸入食品の安全性確保を図っております。

すみません。長くなりました。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。そうしますと、要するに、食品衛生法に定

められている規格や基準というのは、守るべき最低限というか、大前提のルールであると

いうことであって、規格基準がないものであっても、消費者の方の健康に影響が出るよう

な場合には、しっかりとした監視を行って輸入を進めているというふうな状況なのかなと

いうふうに思います。 

それでは、次の質問なんですが、これ、先ほど食品衛生基準審査課の方からお話ござい

ました。その中で、お答えが全てできてなかったのかなというのが、 「研究されている機関

はありますか」というところがあります。そうしますと、食品安全委員会の方がいろいろ

な食品の安全性の評価を行っている関係で、そういった情報をお持ちかと思いますが、何

かお話いただくことありますでしょうか。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） 食品安全委員会の中村です。すみません。研究

機関があるかという御質問ですが、御質問にあったような分析・研究されている機関が、

具体的にどういうところがあるかというのは、我々は承知していないという状況でござい

ます。以上です。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。私たち省庁、食品安全委員会、農林水産省、

厚生労働省、消費者庁とばらばらですけれども、こういった情報というのは常に共有して

いて、もしこういった新たな情報があれば、関係省庁で連携して情報の共有は行っていき

たいというふうに考えているところでございます。 

次の質問に移らせていただきます。 「食の安全に携わる獣医師の職域に関する社会の認知
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向上のため、リスク管理・リスク評価に携わる御担当者の職務内容について紹介いただき

たい」ということなんですけれども、獣医師の職域云々というよりも、食品安全委員会や

厚生労働省、農林水産省で食品安全の業務を行っている方が、どのような仕事をしている

のかというのを、簡単に御紹介いただければと思います。まずは食品安全委員会から、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） 御質問ありがとうございます。先ほど私から情

報提供させていただいた中で、さまざまなハザードについてリスク評価をしているという

ことをお話させていただきました。そういったことに職員が関わっているということにな

るんですけれども、特に獣医師ということで御質問いただいておりますが、担当分野とし

ては、動物用医薬品ですとか、食中毒の原因となる微生物、プリオンとか肥料、飼料添加

物ですね。そういったものの評価に獣医師の職員が関わっているという状況がございます。

簡単ではありますが、以上でございます。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。続いて厚生労働省から、よろしくお願いし

ます。 

 

○太田 （厚生労働省） 厚生労働省では、省のミッションの１つでもあります、人の生命、

健康を守ることを目的として、獣医師がその専門知識を生かして業務を行っております。

携わる業務の分野としては大きく２つありまして、１つ目は本日のテーマでもありました

食品安全の分野ですね。例えば、食中毒対策、輸出入にかかる国際的な課題ですとか、食

肉、食鳥肉の安全対策、残留農薬、遺伝子組み換え食品対策など、食品安全と言っても幅

広いですけれども、食品の安全性の確保を図るために、食品衛生法などの法律に基づいた

施策を講じております。それから２つ目が、感染症対策分野です。狂犬病、デング熱、鳥

インフルエンザ等の動物由来感染症に対して、人への感染を未然に防止するため、国民へ

の正しい知識の普及や危機管理体制の整備、輸入動物の監視・指導等の、感染症法などに

基づく施策を講じております。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。続いて農林水産省から、よろしくお願いし

ます。 

 

○山本（農林水産省） 農林水産省です。農林水産省では、獣医系の職員は、獣医学の知

識を活用して、家畜衛生の他、動物用医薬品や飼料の安全性確保、薬剤耐性対策、獣医師

および獣医療、畜産振興等に関する政策の企画立案に関する業務、動物用医薬品等の品質、

有効性および安全性の承認審査、検査・検定等に関する業務、輸出入される動物及び畜産

物の検疫に関する業務などについて関わっているところです。なかなか口頭だけだとしっ

くりこないところもあるかと思いますが、当省のホームページにも、こういった獣医師系

の職員がどういった業務をしているか、パンフレット等でまとめておりますので、もしご

興味があればそちらも御参照いただければと思います。以上です。 

 

○松井 （消費者庁） ありがとうございます。食の安全に携わる獣医師さんということで、

今、御紹介いただいたのですけれども、関係省庁では獣医師の他に、農林水産省であれば、

家畜の関係の仕事をされている方もいらっしゃれば、穀物関係とか果樹、水産もそうです

し、非常に幅広い専門分野の方が働かれております。また、厚生労働省の場合は、獣医師

の他に食品衛生監視員という食品衛生を中心として仕事を行っている方々もいらっしゃい

ます。こういった方々が協力して、連携して、職種の枠を超えて食の安全というのをしっ
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かり守っていくというような仕事をさせていただいておりますので、引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。 

次に、少し表示の話になってしまうので、私たちで答えられるかどうかというのはある

んですが、御意見を頂いております。 「秋田県のあきたこまちが、あきたこまちＲに作付け

変更されているようですが、表示がなぜＲではなく、あきたこまちのままなのでしょうか。

消費者としてきちんと表示してほしいです。表示を隠されては選べません」という御意見

を頂いています。こちら表示の話なので、事前に一応、食品の表示担当の方にお話を聞い

てきました。まず、「あきたこまちＲ」というものは、日本はどうしても、火山国であった

り土壌がそういう傾向があったりするので、重金属、特にカドミウムの吸収が非常に多い

ということで、これを品種改良によって、吸収をしないようなお米を作りたいということ

で、秋田県の方で開発されたお米だというふうに聞いております。食品の表示については、

食品表示担当の部署から頂いた話ですが、農産物検査法の産地品種銘柄登録というのがあ

るようでございまして、この農産物検査における産地、品種、銘柄の検査というのは、単

一品種による銘柄設定が基本ですけれども、農産物検査に関する基本要領において、品種

間の外観上の品質の評価に差がなく、取引上で同一銘柄とすることについて、取引関係者

の合意が形成されるものについては、複数の品種を同一産品、同一銘柄として取り扱うこ

とができるとされているので、今回のもの、「あきたこまちＲ」と「あきたこまち」につい

ては、何ら差異がないということです。秋田県だけでなくて、生産者さんですとか、有識

者の皆様方の意見を聞いた上で、同じ表示にしているということでお話を頂いております。

私たち、この表示の部分については不案内でして、読み上げになってしまいますが、この

ような形でお話をさせていただければと思います。 

では、時間が多少ありますので、事前に頂いた質問だけではなくて、できれば今回お話

をさせていただいた内容で、もうちょっと詳しくですとか、ここをもう少しお話してもら

えないかという御意見があれば、挙手の上、御質問をいただければと思います。そちらの

真ん中の女性の方。 

 

○質問者Ａ ありがとうございます。とても分かりやすくお話聞かせていただきました。

質問なんですけれども、添加物、農薬のお話のところで、基準値のお話をしてくださって、

大変安全性というのを分かりやすく話していただいて、ADI よりももっと前のところから

なので、安全性はあるというのは分かったんですけれども、その基準値を見直すというこ

とはされているのかなというのと、１年に、毎年確認してますみたいなことは言ってくだ

さっている認識で聞いていたんですけど、もし、さっき何度かレジュメに書いていたのは、

何か問題が起きたときに、そうやって考え直すみたいな文章が載っていたなというふうに

思ったんですけど、そうなる前とかにも、一応消費者だったり生産者の方が、何かこの添

加物ちょっと気になるので、という意見とかが多かったりという場合だったりとか、ちょ

っと気になるものがありますという意見が出てきたときに、基準値を見直しされているの

か。もう１点、今使っている添加物が、基準値が大丈夫だから使っているものだと思うん

ですけれども、もしそうやって意見が出たときに、やっぱり見直して、ちょっとというの

が今まであったのかというのが、ちょっと聞いてみたい質問だったので、お願いします。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。多分、私たちがやっている食品衛生法に基

づく基準というのは、最新の科学的知見というので、30年前だけど最新なのかというお話

もあったりするかと思います。見直しがどんな状況か、ここは食品衛生基準審査課の方が

お分かりかと思いますので、食品衛生基準審査課から、よろしくお願いいたします。 

 

○荒川（消費者庁） 御質問ありがとうございます。見直しは、おっしゃったとおりな感
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じではあって。農薬とかは、再評価という仕組みがあって、随時やっているんです。添加

物だと、あまりそういう、定期的に再評価しましょうみたいな仕組みが確立しているわけ

ではないので、やっぱり何か問題があったときに考えるというのが主かなという気がして

います。あと、スライドで少し出てきましたが、既存添加物というのがあるので、それの

再評価というのはやっているんですね、順番に。 

〔資料⑥、スライド 14〕 

だから、すごい昔、平成７年に法改正した前に既に使っていた添加物で、主に天然物の

ものですね。そういったものは、過去使っていて、まだ評価されていないので、それを順

に評価していくということはやっているんです。だから、そういう中で、じゃあ、それ以

外のものの再評価をやっていくかというのは、何かあったら、ということにはなります。

だから、何かあったらというのは、いろいろ考えますので、もちろんそういう、何かこう

いう点があって気になるという御意見は当然踏まえて、そういう社会的な意見が大変強く

なっているので、再度評価するということも当然あり得るんだろうと思っています。 

最近ですと、赤色３号という色素があって、それが米国の方で取り扱いが少し変わった。

禁止になるとか、タール色素を中心に、米国の方で議論があったので、日本においても改

めて議論しましょうみたいな動き。これは、だから、予定されていたものではなくて、そ

ういう世界の情勢を踏まえての検討ですので、新たな話題があったら検討するということ

は随時やっています。過去あったかと言うと、あったような気がしますが、ちょっと具体

的に、すみません、今、事例を挙げられないので。最近の議論としては、赤色３号という

議論があったということは申し上げられます。以上です。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。基準の変更ということは、常に皆様方の意

見を聞いて、いろいろ科学的な情報を収集しつつ、やられているということになるのかな

と思います。また、今のお話にあったような、添加物の消費者の皆様からの御不安なんか

に関しては、随時 Q&A を更新するなど、消費者庁のホームページでも公表されていると承

知しております。なので、Q＆Aみたいなものがありますから、お時間があるときに一度御

覧いただければと思います。もう１つありますか。 

 

○質問者Ａ その Q&A は、ここに載っていたサイトに、各自というか、消費者というか生

産者さんも送るところがあるという認識でよろしいでしょうか。 

 

○松井（消費者庁） 御意見を述べられる場があるかということですか。 

 

○質問者Ａ 意見を。はい。 

 

○荒川（消費者庁） 御意見を述べる場。いつでも、基準審査課に電話していただいても

いいですし。 

 

○質問者Ａ 電話ですか。分かりました。 

 

○荒川（消費者庁） 消費者庁のホームページとかにもありましたよね。 

 

○松井（消費者庁） そうですね。消費者庁独自もそうですし、政府全体としても、国民

が意見を述べる場があって、そこに入れると関係省庁に話を流してくれるとか、そういっ

たシステムがありますので、ぜひ御活用いただければなというふうには思います。ありが

とうございました。他に何か。そちらの女性の方。 
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○質問者Ｂ 専門家の皆様のお話で、すごくいろいろ理解が深まりました。ありがとうご

ざいました。それで、素人の意見で恐縮なんですけれども、一般の意見として、先ほどお

答えで、ヨーロッパとアメリカと、日本の基準、農薬とかの基準が同じという御回答だっ

たんですけれども、今、自然とかオーガニックの流行りのせいなのか、とても農薬に対し

て不安を訴えるとか、心配を訴える方たちの話だと、ヨーロッパではもう使用禁止された

農薬が、日本では使われてるよねという話があり、それはちょっと気になっているので、

今日ちょっと確認したいなと思っております。 

〔資料⑥、スライド 39〕 

また、今さっきの、先ほどの方の御質問で、再評価制度。39番のスライドで、定期的に

最新の科学的知見に基づきとか、再評価の仕組みのところをもう１回、今見たんですけれ

ども、その再評価の仕組み、１年ごとではないということだったですけれども、これはど

このデータですか。例えば研究機関なのか、または製薬会社とかのデータなのか、どこか

の省庁の中の専門の科学的知見なのかもちょっと伺いたいと思いました。 

 

○松井 （消費者庁） ありがとうございます。こちらは消費者庁食品衛生基準審査課から、

お願いできますでしょうか。 

 

○荒川（消費者庁） １点目の、ヨーロッパではもう禁止されているけど日本では使える

というものなんですが、それはなかなか、個別に見ると、逆もあるんですね。日本では使

えないけど欧米では使えるみたいなものもあって、やっぱり個別の事情があったり、評価

の、申請の手続きの順番とかがあって、ずれてしまうことはあるので、そのものが何なの

かというのを見てみないと、それがどうかというお答えは難しいんですけど、完全に一致

はしていないというのは事実だと思います。ただ、評価の考え方として、同様の考え方で

やっているというのは、一般論として申し上げているという、そういう感じです。 

あと、農薬の再評価のときの具体的なデータは、ちょっとこれ、私は今の時点で把握し

ていないので、分かる方っていらっしゃったりします？ 農水省さんはいらっしゃいます

か。今日はいらっしゃらない。そうですか。すみません。正確なお答えが難しいんですけ

ど、基本的には文献のデータと、あと、企業の方に新たに出してもらうデータみたいなも

のが、一般的には使っていると思います。すみません。正確に分からなくて申し訳ないで

す。 

 

○質問者Ｂ 事前質問でなかったので申し訳ないんですけど、その企業からというのは、

農薬の会社と製薬会社と、また一般の専門研究機関と、また全然違う角度での科学的知見

なのかなと素人ながらに思いましたので、これはどこで見たら分かりますか。 

 

○荒川（消費者庁） どこで見たら分かるかも、ちょっと今すぐに分からないので、もし

よろしければ後ほど、お電話いただいたら御回答できるように準備しておきたいなとも思

いますが、一般的には多分、審議会がありますので、食品衛生基準審議会という審議会が

消費者庁にあって、その中に掲載してるかなと思います。ただ、データが載っているかは

ちょっと今分からなくて。今、ご指摘なのは、誰が作ったデータなんだということですよ

ね、それは。企業が作ったデータなのか。 

 

○質問者Ｂ 各方面からなんだろうなとはお察しするんですけども、もちろん一方的なデ

ータではないと思っておりますけれども、どこのデータなのかなと、ちょっと知りたいで

す。 
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○荒川（消費者庁） すみません。私、一般論として、研究、文献とか企業の行った試験

のデータかなと思っていますが、ちょっと正確に分からなくて申し訳ない。どこで見れば

というのは、おそらく審議会のページを見ていただいたらあるんじゃないかなと思います

が、それも今確認ができずに申し訳ないです。御連絡いただければ、担当の者がお答えで

きると思いますので、消費者庁の方にお電話ください。 

 

○松井 （消費者庁） 専門分野がかなり細かく分かれているので、お答えできなかった点、

申し訳ございません。お手数ですが、もしご希望あれば、追って御質問を頂ければと思い

ます。残念ながら、予定の時間が来てしまっております。どうしてもこれだけは聞きたい

ということがあればお受けしますが、よろしいですかね。個別でも結構ですので、申し訳

ございませんが、時間が来てしまいましたので、これで終わりとさせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 

○司会（事務局・わだ） 皆様、ありがとうございました。ここで、登壇者の皆様には退

席していただきます。登壇者の皆様、誠にありがとうございました。 

以上で本日のプログラムが終了いたしました。会場の皆様には、受付時に紙のアンケー

トをお配りしております。今後、意見交換会を開催する上での参考のため、御協力くださ

いますようお願いいたします。会場出口にて回収いたします。また、前面のスクリーンに

表示されている QRコードからも入力できますので、ぜひ御協力をお願いいたします。オン

ラインで御参加いただいた皆様には、チャットにお送りしました URL、または画面に表示

されている QRコードからアンケートに御協力くださいますようお願いいたします。 

以上で全てのプログラムを終了いたします。本日は「食品安全に関する意見交換会」に

ご参加くださいまして誠にありがとうございました。 


